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 ４ 課題解決のための社会資源の拡充 

 

Ⅳ 組織・財政の充実強化を図ります 

  令和４年度の法人合併による組織運営事務の効率化実現に伴い、今後もより

一層地域福祉事業への注力を推進するとともに、中区社協の活動を継続・強化

できるよう、引き続き自主財源確保に向けて賛助会員加入拡大に努めます。 

また、広島市の次期地域福祉計画（令和６年度適用開始）との連携強化に向

け、令和５年度中の完成を目指すこととした広島市社協の次期地域福祉推進計

画に伴い、中区社協の現活動計画（地域福祉活動第７次計画）適用期間を令和

５年度まで延長しました。現在、広島市社協とともに策定作業を進めている次

期計画においても、これまでの活動を丁寧に検証し、内容に反映させることで、

中区のまちづくりを着実に推進していけるよう努めてまいります。 
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個別事業 

 

Ⅰ 社会福祉事業 

 １ 中区事務所運営事業  

  ① 運営会議等の開催 

    中区社協の適切な運営と事業実施を行っていくため、会議を開催します。    

   ア 正副会長会議                    毎 月 

   イ 運営委員会                   年４回程度 

    ② 役職員研修・会議等への参加 

  ③ 財源確立 

    中区社協として、より自主的に活動していくための財源確保を目指します。    

   ア 会員及び賛助会員会費 

   イ 寄附金及び寄附物品の取扱い 

   ウ 財団助成事業の活用 

  ④ 表彰関連事務の取扱 

 

 ２ 企画・広報事業 

    社協事業を中心とした情報発信を通じ、地域の方々の理解と関心を深め、 

  福祉活動への参画を推進します。 

  ① 中区社協広報紙「まちづくり」の発行          年３回 

  ② 社会福祉協議会便覧の作成                             年１回 

  ③ 区社協ホームページやフェイスブックの更新       随 時 

  ④ 中区地域防災・福祉フォーラムの開催          年１回 

 

 ３ 広島市中区地域福祉センター指定管理運営 

   広島市から指定管理を受けた中区地域福祉センターの適正かつ効果的な 

  管理運営に努めます。また、自主事業を開催し、利用促進を図ります（指 

  定管理期間：令和４年度～８年度）。 

 

 ４ 地域福祉推進事業 

  ① 地区社協育成事業 

    地域福祉の推進に向けて、活動の核となる地区社協への支援を中心に 

   すすめていきます。 

   ア 地区社協の育成にかかる会議等 

    ㋐ 地区社協会長会議の開催              年１回                  

    ㋑ 地区社協等巡回訪問（各種会議・事業への参加を含む）の実施 

   イ 地区社協活動のための助成等 

    ㋐ 地区社協助成金の交付（運営費６万円、事業費は共募実績割充当） 

      

 

 ４ 課題解決のための社会資源の拡充 

 

Ⅳ 組織・財政の充実強化を図ります 

  令和４年度の法人合併による組織運営事務の効率化実現に伴い、今後もより

一層地域福祉事業への注力を推進するとともに、中区社協の活動を継続・強化

できるよう、引き続き自主財源確保に向けて賛助会員加入拡大に努めます。 

また、広島市の次期地域福祉計画（令和６年度適用開始）との連携強化に向

け、令和５年度中の完成を目指すこととした広島市社協の次期地域福祉推進計

画に伴い、中区社協の現活動計画（地域福祉活動第７次計画）適用期間を令和

５年度まで延長しました。現在、広島市社協とともに策定作業を進めている次

期計画においても、これまでの活動を丁寧に検証し、内容に反映させることで、

中区のまちづくりを着実に推進していけるよう努めてまいります。 
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    ㋑ 福祉活動還元金（賛助会費実績額２分の１額を福祉活動費として助成）      

    ㋒ 「新・福祉のまちづくり総合推進事業」（１地区１５万円） 

      近隣ミニネットワークづくり、ふれあい・いきいきサロン設置、 

     地区ボランティアバンク活動の推進実施を支援します。 

     ㋓ 地区社協活動拠点整備事業（拠点状況に応じ１万５千～５万円）     

    ㋔ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業（新設等に最大１００万円） 

    ㋕ 地区社協活動拠点活性化支援事業（年間最大４８万円、３６か月

間）拠点常駐スタッフへの謝礼金等として助成を行います。        

    ㋖ 地域団体連携支援基金事業 

a 地域団体連携支援助成（運営費４万円､事業費最大５０万円） 

b 地域における新たな協力体制の設立・運営支援助成（最大５０万円） 

    ㋗ 地区社協強化プログラム事業（区社協財源助成） 

     ａ 広報プログラム助成事業（広報紙発行状況に応じて３～５万円） 

     ｂ 地(学)区社協活動拠点整備支援事業（拠点新設時１０万円） 

   ウ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業（プラン策定時に最大８万円）     

   エ 地域福祉推進委員活動の強化 

        ㋐ 地域福祉推進委員連絡会議の開催          年４回 

    ㋑ 地域福祉推進委員等研修会の開催          年１回                                

    ㋒ 地域福祉推進委員の複数配置の推進 

  ② 地域福祉推進のためのネットワークづくり 

    地域福祉推進に向けた、関係機関・団体等との連携強化をすすめます。 

   ア 社会福祉協議会と民生委員児童委員協議会、町内会等地域組織、行

政、地域包括支援センター等各関係先との連携強化・協働  

   イ 中区コミュニティ交流協議会への参加 

   ウ 広島市障害者自立支援協議会中区地域部会への参加 

   エ 子育てサロン情報交換会、交流会等の開催（地域支え合い課との共催）     

   オ その他ネットワーク構築に向けた会議への参加等   

  ③ 各種地域福祉活動への支援 

    緊急連絡カードの作成・配布や、車イスほか各種福祉活動器材の貸出

等を通じた福祉活動支援  

④ 研修事業   

ア 各種研修会の開催 

イ 地区社協役員等の各種研修会への参加促進 

    ㋐ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会     年１回 

    ㋑ 地区社協役員等実践講座              年１回 

    ㋒ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会 年１回 

    ㋓ 地区社協活動拠点常駐スタッフ向け研修会      年１回 

  ⑤ 「広島市生活支援体制整備事業」及び「介護予防・日常生活支援総合 

   事業」の推進 
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   ア 広島市生活支援体制整備事業 

    ㋐ 中区域協議体の開催 

    ㋑ 生活支援サポーター養成講座の開催 

    ㋒ 地域課題の把握や地域アセスメント、社会資源の創出 

   イ 介護予防･日常生活支援総合事業 

    ㋐ 介護予防・生活支援サービスにおける「住民主体型生活支援訪問 

     サービス事業」補助を受けた団体等への実施支援 

    ㋑ 一般介護予防事業における「地域高齢者交流サロン運営事業」及 

     び「地域介護予防拠点整備促進事業」補助を受けた選定サロン等へ 

     の実施支援 

  ⑥ 広島市地域コミュニティ活性化ビジョンに伴う地域内連携の促進支援 

    地域団体や行政関係機関等とともに、地域における連携体制の強化、 

   活動促進に向けた取り組みの検討や支援をすすめます。 

 

５ 高齢者福祉事業 

   在宅介護者の組織化活動を支援するとともに、高齢者が地域で在宅生活を

継続できる環境実現に向け、当事者の意見を各種事業に反映させていきます。 

  ① 在宅介護者の組織化 

   ア 在宅介護者の集いの開催              年１２回 

   イ 「なかく介護者情報」の発行             随 時 

  ② 認知症の人と家族の会活動への援助・協力 

 

６ 障害児・者福祉事業 

   障害児・者が周囲と関わりながら地域で生活していけるよう、社会活動

の参加支援や誰もが居場所や役割がある地域づくりに向け、関係団体の連

携協力をすすめます。 

① 仲間づくり並びに社会参加の場づくり 

ア 障害児土曜教室の開催及び関係者会議の開催      年４回                             

イ 在宅障害青年のつどい開催及び関係者会議の開催    年２回                 

② 作業所の活動支援 

   ア 作業所連絡会の開催                 年５回 

   イ 作業所交流会の開催                 年１回 

   ウ 作業所運営に関する会議への参加 

 

７ 児童福祉事業 

   児童やその世帯が安心して地域で生活していけるよう、交流活動の支援

とともに、行政やスクールソーシャルワーカー、子どもの居場所づくり等

活動団体など、関係先との連携をすすめます。 

 ひとり親家庭ふれあい交流事業の開催及び関係者会議の開催 年１回                             

 

    ㋑ 福祉活動還元金（賛助会費実績額２分の１額を福祉活動費として助成）      

    ㋒ 「新・福祉のまちづくり総合推進事業」（１地区１５万円） 

      近隣ミニネットワークづくり、ふれあい・いきいきサロン設置、 

     地区ボランティアバンク活動の推進実施を支援します。 

     ㋓ 地区社協活動拠点整備事業（拠点状況に応じ１万５千～５万円）     

    ㋔ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業（新設等に最大１００万円） 

    ㋕ 地区社協活動拠点活性化支援事業（年間最大４８万円、３６か月

間）拠点常駐スタッフへの謝礼金等として助成を行います。        

    ㋖ 地域団体連携支援基金事業 

a 地域団体連携支援助成（運営費４万円､事業費最大５０万円） 

b 地域における新たな協力体制の設立・運営支援助成（最大５０万円） 

    ㋗ 地区社協強化プログラム事業（区社協財源助成） 

     ａ 広報プログラム助成事業（広報紙発行状況に応じて３～５万円） 

     ｂ 地(学)区社協活動拠点整備支援事業（拠点新設時１０万円） 

   ウ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業（プラン策定時に最大８万円）     

   エ 地域福祉推進委員活動の強化 

        ㋐ 地域福祉推進委員連絡会議の開催          年４回 

    ㋑ 地域福祉推進委員等研修会の開催          年１回                                

    ㋒ 地域福祉推進委員の複数配置の推進 

  ② 地域福祉推進のためのネットワークづくり 

    地域福祉推進に向けた、関係機関・団体等との連携強化をすすめます。 

   ア 社会福祉協議会と民生委員児童委員協議会、町内会等地域組織、行

政、地域包括支援センター等各関係先との連携強化・協働  

   イ 中区コミュニティ交流協議会への参加 

   ウ 広島市障害者自立支援協議会中区地域部会への参加 

   エ 子育てサロン情報交換会、交流会等の開催（地域支え合い課との共催）     

   オ その他ネットワーク構築に向けた会議への参加等   

  ③ 各種地域福祉活動への支援 

    緊急連絡カードの作成・配布や、車イスほか各種福祉活動器材の貸出

等を通じた福祉活動支援  

④ 研修事業   

ア 各種研修会の開催 

イ 地区社協役員等の各種研修会への参加促進 

    ㋐ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会     年１回 

    ㋑ 地区社協役員等実践講座              年１回 

    ㋒ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会 年１回 

    ㋓ 地区社協活動拠点常駐スタッフ向け研修会      年１回 

  ⑤ 「広島市生活支援体制整備事業」及び「介護予防・日常生活支援総合 

   事業」の推進 
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８ 区ボランティアセンター活動事業 

  ① ボランティアセンター活動事業 

    福祉ニーズに応じたボランティア需給の調整とともに、ボランティア 

   意識の醸成や新たなボランティアの育成、活動の場の拡充を目指します。 

   ア ボランティア活動の需給調整 

   イ ボランティアコーディネーター連絡会議、各種研修会等への参加 

   ウ 広報・啓発活動 

    ㋐ なかくボランティアまつりの開催、及び実行委員会の開催      

      ボランティアセンター通信の発行          年３回 

    ㋑ 中区ボランティアだよりの発行           随 時 

    ㋒ ホームページ等各種広報媒体を活用した福祉情報の発信、図書検 

     索等の情報提供機能の強化 

   エ ボランティアの育成 

    ㋐ 各種ボランティア講座の開催 

    ㋑ 地区ボランティアバンクとのネットワークづくり 

   オ ボランティア活動への支援 

    ㋐ 活動拠点・活動機材・福祉図書資料・ＤＶＤ等の提供、貸出 

    ㋑ ボランティア活動保険、行事用保険等の取り扱い 

   カ 企業等の社会貢献活動への支援 

    ㋐ 活動の調整 

    ㋑ 企業向けボランティア関係情報の提供 

   キ 中区ボランティア連絡会への支援 

    ㋐ ボランティア連絡会役員会、代表者会議の開催 

    ㋑ ボランティア研修会、交流会の開催 

  ② 福祉教育の推進 

福祉学習・体験の場づくりを推進し、福祉を考えるきっかけの場をつ 

   くるとともに、社会課題をより反映した内容を検討していきます。 

   ア 体験！発見！！ほっとけん！！！やさしさ発見プログラム事業の推進     

イ ヤングボランティア育成講座（ボランティア広場）の開催 

ウ 学校や地域、企業等での福祉に関する学習会等の開催支援 

エ 福祉体験学習サポーター等（講師・協力者）実践交流会の開催 

 

 ９ 災害被災者援助事業 

 災害ボランティアセンターの活動体制づくり 

    研修を通じた職員間での災害時活動経験の共有等をはじめ、平時における

災害ボランティア活動への備えを行うとともに、関係機関と連携し防災意識

の向上を目指します。 

  ① 災害ボランティア活動の環境整備における区役所との協議及び連携 

  ② 災害時に連携が必要な関係機関、団体との連絡会議の開催 
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  ③ 区災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの見直し 

  ④ 区災害ボランティアセンター開設・運営シミュレーション等研修会 

の開催（災害ボランティアセンター啓発用パネルの作成及び活用など）  

  ⑤ 災害被災者援助事業の実施 

  ⑥ 区防災訓練・防災フェアへの参加 

  ⑦ 災害ボランティアセンター運営者研修への参加 

  ⑧ 被災者支援に関する職員研修への参加 

 

 １０ 自立支援総合相談援助事業 

  ① 心配ごと相談事業 

    心配ごとに関する内容を中心に、必要に応じて訪問相談や弁護士等専 

   門家とも連携し対応します。 

② 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の実施 

    判断能力が不十分な高齢、障害者等の金銭管理等支援を中心に利用者

への生活支援員派遣調整や生活支援員同士の情報交換会を開催します。 

③ 緊急一時食品提供事業の実施 

④ 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加 

 

 １１ 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業 

 障害者（視覚・知的・精神・車いす等）の社会参加を支援します。 

  ① ガイドヘルパーの登録・派遣 

  ② 研修会、会議への参加 

 

 １２ 貸付事業事務 

    低所得世帯等への必要資金貸付により、安定・自立した生活に向けた

支援を行います。 

  ① 生活一時資金／ひとり親家庭等緊急援護資金の相談・貸付事務 

  ② 生活福祉資金の相談・貸付事務 

   ア 相談受付・貸付・償還事務及び生活困窮世帯の自立支援 

   イ 中区民生委員児童委員協議会生活福祉部会との連携 

   ウ 中区くらしサポートセンター及び関係機関・団体との連携 

  ③ 生活福祉資金特例貸付借受人等へのフォローアップ支援 

 

Ⅱ その他の事業 

１ 広島市中区共同募金委員会への協力   

２ 社会福祉援助技術現場実習生の受入 

３ 各種財団助成事業の情報提供 

 

８ 区ボランティアセンター活動事業 

  ① ボランティアセンター活動事業 

    福祉ニーズに応じたボランティア需給の調整とともに、ボランティア 

   意識の醸成や新たなボランティアの育成、活動の場の拡充を目指します。 

   ア ボランティア活動の需給調整 

   イ ボランティアコーディネーター連絡会議、各種研修会等への参加 

   ウ 広報・啓発活動 

    ㋐ なかくボランティアまつりの開催、及び実行委員会の開催      

      ボランティアセンター通信の発行          年３回 

    ㋑ 中区ボランティアだよりの発行           随 時 

    ㋒ ホームページ等各種広報媒体を活用した福祉情報の発信、図書検 

     索等の情報提供機能の強化 

   エ ボランティアの育成 

    ㋐ 各種ボランティア講座の開催 

    ㋑ 地区ボランティアバンクとのネットワークづくり 

   オ ボランティア活動への支援 

    ㋐ 活動拠点・活動機材・福祉図書資料・ＤＶＤ等の提供、貸出 

    ㋑ ボランティア活動保険、行事用保険等の取り扱い 

   カ 企業等の社会貢献活動への支援 

    ㋐ 活動の調整 

    ㋑ 企業向けボランティア関係情報の提供 

   キ 中区ボランティア連絡会への支援 

    ㋐ ボランティア連絡会役員会、代表者会議の開催 

    ㋑ ボランティア研修会、交流会の開催 

  ② 福祉教育の推進 

福祉学習・体験の場づくりを推進し、福祉を考えるきっかけの場をつ 

   くるとともに、社会課題をより反映した内容を検討していきます。 

   ア 体験！発見！！ほっとけん！！！やさしさ発見プログラム事業の推進     

イ ヤングボランティア育成講座（ボランティア広場）の開催 

ウ 学校や地域、企業等での福祉に関する学習会等の開催支援 

エ 福祉体験学習サポーター等（講師・協力者）実践交流会の開催 

 

 ９ 災害被災者援助事業 

 災害ボランティアセンターの活動体制づくり 

    研修を通じた職員間での災害時活動経験の共有等をはじめ、平時における

災害ボランティア活動への備えを行うとともに、関係機関と連携し防災意識

の向上を目指します。 

  ① 災害ボランティア活動の環境整備における区役所との協議及び連携 

  ② 災害時に連携が必要な関係機関、団体との連絡会議の開催 
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令和５年度   

広島市東区社会福祉協議会  事業計画  

 

重点事業   

 

Ⅰ 福祉のまちづくりを進める活動を推進します  

    地区の状況に合わせた小地域福祉活動を推進するため、新・福祉のま   
  ちづくり総合推進事業の３事業（近隣ミニネットワークづくり推進事  
  業 、 ふ れ あ い ・ い き い き サ ロ ン 設 置 推 進 事 業 、 地 区 ボ ラ ン テ ィ ア バ  
  ンク活動推進事業）、福祉のまちづくりプランの策定支援、地区社協活動  
  拠点の整備・活用促進等による地域での包括的な支援体制づくりを継続し  
  て支援します。  
    また、地域福祉活動を推進する担い手の育成・拡大のために、地域福  
  祉推進委員の複数配置を推進するとともに、会議や研修を通じて育成強  
  化に取り組みます。  
 

Ⅱ  多様な市民活動を応援します  

  多様なニーズに沿ったボランティアの育成を行うとともに、地域活動の

積極的な発信や担い手養成講座の開催により、地域福祉活動への参加機会

を促進します。また、平時からの災害時における関係機関・団体との連携

を強化し、災害時のボランティア活動の環境整備と協働体制づくり、災害

経験を継承し風化させないための啓発の取り組みなどを継続して行いま

す。 

   

Ⅲ 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます  

  コロナ禍で顕在化した地域生活課題への対応やコロナ特例貸付の借受

人を含む生活困窮者支援について、社協の強みを活かしながら、既存事業

と福祉サービス利用援助事業（かけはし）や生活困窮者への支援を行うく

らしサポートセンターと連携し､地域支援を意識した相談者に寄り添った

支援をすすめます。 

 

Ⅳ  組織・財政の充実を図ります  

組織の活動基盤を強化していくための賛助会員（会費）等自主財源の確

保に取り組みます。 

また、社協を取り巻く制度動向が大きく変化するなかで、これまでの検

証を踏まえた今後の事業のあり方を検討し、次期地域福祉活動計画を市社

協とともに策定していきます。 
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個別事業  

 

Ⅰ 社会福祉事業  

１ 東区事務所運営事業  

  ① 会議の開催 

ア 運営委員会                    随 時 

   イ 正副会長会議（区役所幹部との情報交換会含む）   月１回 

② 各種連絡調整のための会議への参加 

ア 東区民生委員児童委員協議会評議員会        月１回 

   イ 東区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会  

   ウ 東区子育て交流広場運営協議会 

  ③ 役職員の会議・研修会等への参加 

④ 自主財源の醸成 

ア 正会員及び賛助会員会費の普及促進 

   イ 寄附金の募集  

   

２  企画・広報事業 

① 東区社協広報紙「東区社協ふくしだより」の発行     年３回  

  ② 区社協ホームページや多様な媒体を活用した情報発信 

  ③ 東区社協マスコットキャラクター（ねこひがし）の活用による広報 

   活動 

  ④ 表彰関係事務 

  ⑤ 地域福祉活動第９次計画策定（市社協） 

 

３  広島市東区地域福祉センター指定管理運営  

   広島市東区地域福祉センター管理運営 

   指定管理期間：令和４年度～令和８年度（５年間）  

 

４ 地域福祉推進事業  

①   地区社協育成事業 

ア 地区社協会長会議の開催               

イ 地区社協事務局長会議の開催             

ウ 地区社協会長・地域福祉推進委員等合同会議の開催   

エ 地域福祉推進委員の活動強化  

 ㋐ 地域福祉推進委員連絡会・研修会の開催      年３回 

 ㋑ 地域福祉推進委員の複数設置の推進 

オ 地区社協活動拠点訪問               年２回 

カ 地区社協オンライン情報交換会の開催         月１回 

令和５年度   

広島市東区社会福祉協議会  事業計画  

 

重点事業   

 

Ⅰ  福祉のまちづくりを進める活動を推進します  

    地区の状況に合わせた小地域福祉活動を推進するため、新・福祉のま   
  ちづくり総合推進事業の３事業（近隣ミニネットワークづくり推進事  
  業 、 ふ れ あ い ・ い き い き サ ロ ン 設 置 推 進 事 業 、 地 区 ボ ラ ン テ ィ ア バ  
  ンク活動推進事業）、福祉のまちづくりプランの策定支援、地区社協活動  
  拠点の整備・活用促進等による地域での包括的な支援体制づくりを継続し  
  て支援します。  
    また、地域福祉活動を推進する担い手の育成・拡大のために、地域福  
  祉推進委員の複数配置を推進するとともに、会議や研修を通じて育成強  
  化に取り組みます。  
 

Ⅱ  多様な市民活動を応援します  

  多様なニーズに沿ったボランティアの育成を行うとともに、地域活動の

積極的な発信や担い手養成講座の開催により、地域福祉活動への参加機会

を促進します。また、平時からの災害時における関係機関・団体との連携

を強化し、災害時のボランティア活動の環境整備と協働体制づくり、災害

経験を継承し風化させないための啓発の取り組みなどを継続して行いま

す。  

   

Ⅲ  一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます  

  コロナ禍で顕在化した地域生活課題への対応やコロナ特例貸付の借受

人を含む生活困窮者支援について、社協の強みを活かしながら、既存事業

と福祉サービス利用援助事業（かけはし）や生活困窮者への支援を行うく

らしサポートセンターと連携し､地域支援を意識した相談者に寄り添った

支援をすすめます。 

 

Ⅳ  組織・財政の充実を図ります  

組織の活動基盤を強化していくための賛助会員（会費）等自主財源の確

保に取り組みます。 

また、社協を取り巻く制度動向が大きく変化するなかで、これまでの検

証を踏まえた今後の事業のあり方を検討し、次期地域福祉活動計画を市社

協とともに策定していきます。 
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キ 地区社協助成金（市社協分）の交付 

    ㋐ 地区社協運営助成              １地区６万円 

    ㋑ 地区社協運営費助成の上乗せ        １地区４万円 

    ㋒ 地区社協事業助成：共同募金配分金実績割 

    ㋓ 地区社協活動拠点整備事業    

            拠点の開設及び機能により １万５千円・３万円・５万円  

    ㋔ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業  

                      新設拠点１００万円上限 

    ㋕ 地区社協活動拠点活性化支援事業 ４８万円上限（３会計年度） 

    ㋖ 地域団体連携支援基金 事業費助成金  １地区５０万円上限  

   ク 地区社協助成金（区社協分）の交付（自主財源）  

    ㋐ ふれあい・いきいきサロン事業助成     １地区４万円 

    ㋑ 子どもの健全育成支援活動助成       １地区２万円 

   ケ 救急医療情報キット設置の支援 

   コ 地区社協活動の広報紙やホームページ等への掲載による情報発 

信 

   サ 「新たな協力体制」の構築に取り組む地区社協の支援 

  ② 新・福祉のまちづくり総合推進事業の継続実施 

                   事業助成１地区１５万円 

   ア 近隣ミニネットワークづくり推進事業 

   イ ふれあい･いきいきサロン設置推進事業 

   ウ 地区ボランティアバンク活動推進事業 

  ③ 福祉のまちづくりプラン策定支援 

  ④ 役職員研修事業 

   ア 自主開催 

    ㋐ 地区社協役員等研修会               年１回 

    ㋑ 福祉のまちづくり公開講座            年１回 

   イ 市社協、県社協主催等の研修・会議等への参加 

    ㋐ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会    年１回 

    ㋑ 地区社協役員等実践講座             年１回 

    ㋒ 地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会    年１回 

    ㋓ 地区社協活動拠点活性化支援事業研修会       年１回 

    ㋔ 社会福祉夏季大学（県社協主催）         年１回 

  ⑤ 広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業 

      の推進 

   ア 生活支援コーディネーターの配置 ２名  

   イ  住民主体型生活支援訪問サービス及び地域高齢者交流サロン運 

        営事業の活動支援 
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   ウ 東区区域協議体の設置・運営 

  ⑥ 地域の担い手育成研修や地区社協活動実施体制整備への協力等、既 

      存事業や社会資源を生かした地域活動促進の仕組み・環境づくりの支 

      援 

 

５  高齢者福祉事業 

 ① 在宅介護者つどい開催の支援  

  ア 認知症等在宅介護者の会「ほほえみの会」の支援   月１回  

  イ 男性介護者のつどい「東区ケアメンの会」の支援   月１回  

 ② 特定健診受診に関する啓発等、健康寿命延伸に向けた取り組み  

 

 ６ 障害児・者福祉事業  

  ① 障害（児）者の社会参加の場づくり・仲間づくり 

   ア 地域障害（児）者グループ活動等への協力  

   イ 障害児親子教室（夏休み教室､冬休み教室､春休み教室）の開催 

                                                            各１回 

   ウ 障害青年のつどいの開催               年２回   

   エ 障害（児）者団体活動の支援 

    ㋐ 障害児者グループ連絡会の開催          年２回 

    ㋑ 障害児者ふれあい体験活動助成          随  時 

  ② 車いすの貸し出し 

 

 ７  児童福祉事業 

① ちびっこ広場への遊具貸与 

 ア 遊具の一斉安全点検及び修繕等の実施              年２回 

 イ 管理運営委員会活動助成      １広場 ５千円×７か所           

② 区常設子育て交流ひろばへの運営協力 

③ ひとり親家庭・児童のつどいへの協力                

 

８ 区ボランティアセンター活動事業  

① ボランティア活動の推進 

ア ボランティアコーディネーターの設置 

   イ ボランティア活動拠点としての役割（活動の相談･調整･活動支援) 

    及び活動機材の貸出 

   ウ  ボランティアグループ活動への支援   

    ㋐ ボランティアグループ連絡会の開催支援  

    ㋑ ボランティアグループ連絡会行事への支援  

ａ ボランティアグループ連絡会研修会             

キ 地区社協助成金（市社協分）の交付 

    ㋐  地区社協運営助成             １地区６万円 

    ㋑  地区社協運営費助成の上乗せ        １地区４万円 

    ㋒  地区社協事業助成：共同募金配分金実績割 

    ㋓  地区社協活動拠点整備事業    

            拠点の開設及び機能により １万５千円・３万円・５万円  

    ㋔  地区社協活動拠点づくり応援助成事業  

                      新設拠点１００万円上限 

    ㋕  地区社協活動拠点活性化支援事業 ４８万円上限（３会計年度） 

    ㋖  地域団体連携支援基金 事業費助成金  １地区５０万円上限  

   ク  地区社協助成金（区社協分）の交付（自主財源）  

    ㋐  ふれあい・いきいきサロン事業助成     １地区４万円 

    ㋑  子どもの健全育成支援活動助成       １地区２万円 

   ケ  救急医療情報キット設置の支援 

   コ  地区社協活動の広報紙やホームページ等への掲載による情報発 

信 

   サ  「新たな協力体制」の構築に取り組む地区社協の支援 

  ②  新・福祉のまちづくり総合推進事業の継続実施 

                   事業助成１地区１５万円 

   ア  近隣ミニネットワークづくり推進事業 

   イ  ふれあい･いきいきサロン設置推進事業 

   ウ  地区ボランティアバンク活動推進事業 

  ③  福祉のまちづくりプラン策定支援 

  ④  役職員研修事業 

   ア  自主開催 

    ㋐  地区社協役員等研修会               年１回 

    ㋑  福祉のまちづくり公開講座            年１回 

   イ  市社協、県社協主催等の研修・会議等への参加 

    ㋐  新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会    年１回 

    ㋑  地区社協役員等実践講座             年１回 

    ㋒  地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会    年１回 

    ㋓  地区社協活動拠点活性化支援事業研修会       年１回 

    ㋔  社会福祉夏季大学（県社協主催）         年１回 

  ⑤  広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業 

      の推進 

   ア  生活支援コーディネーターの配置 ２名  

   イ  住民主体型生活支援訪問サービス及び地域高齢者交流サロン運 

        営事業の活動支援 
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      ｂ ボランティアグループ連絡会交流会                 

   エ ボランティアの育成（研修・養成講座の開催） 

    ㋐ 各種ボランティア講座の開催    

    ㋑ 講座等を通じた地域活動の担い手育成と地区ボランティアバ  
          ンク活動の推進          
   オ 広報・啓発の充実 

    ㋐ ボランティアセンター通信｢ボランティアの広場｣の発行 

年３回 

    ㋑ ボランティアセンターだより「みちしお」の発行   年３回 

    ㋒ 区社協ホームページなどによる情報発信  

    ㋓ ボランティアグループ･福祉団体等の交流事業「東区ちゃいち 

          ゃいまつり」の開催支援        

   カ ボランティア活動保険等の事務 

  ② 福祉教育推進事業 

   ア やさしさ発見プログラム事業の推進 

   イ 青少年福祉体験講座『Let’s TRY ミニボラ』の実施        

   ウ 学校､地域､企業等への福祉的啓発と理解促進  

㋐ 障害に対する理解啓発「東区社協障がい理解の啓発月間」の実 

  施                         １２月  

    ㋑ 学校や地域での福祉に関する学習会等の開催支援 

         

９ 災害被災者援助事業  

① 災害ボランティアセンターの活動体制づくり 

   ア  災害ボランティア活動の環境整備における区役所との協議及び 

        連携 

   イ 災害時に連携が必要な関係機関、団体との情報共有 

   ウ 区災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの見直し  

   エ 区災害ボランティアセンター開設・運営シミュレーション等研修 

    会の実施  

オ 区災害ボランティアセンター取り組みの啓発         

㋐ 区社協防災月間（防災コーナーの設置）       ７月 

㋑ 災害ボランティアハンドブックやパネルの活用  

    ㋒ 区防災訓練への参加  

   カ 災害ボランティアセンター運営者研修への参加 

 

 １０  自立支援総合相談援助事業  

① 自立支援総合相談援助事業 

   ア 総合相談員の配置 
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   イ 在宅訪問相談援助事業  

   ウ 弁護士、司法書士等専門相談員の派遣調整  

   エ 弁護士無料法律相談への協力            年２回   

  ② 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進 

   ア 市社協への連絡調整及び専門員活動の支援  

   イ 生活支援員の確保及び活動支援 

   ウ 東区生活支援員連絡会の開催 

  ③ 生活困窮者への緊急一時食品提供事業 

  

 １１  障害者（児）社会参加ガイドヘルパー派遣事業  

① ガイドヘルパーの登録・派遣  

② 研修会、会議への参加 

    

 １２  貸付事業事務  

① 生活一時資金及び、ひとり親家庭等緊急援護資金の相談・貸付事務 

② 生活福祉資金の相談・貸付償還事務 

 ア 生活福祉資金貸付調査委員会の開催         随  時      

 イ 区民生委員児童委員協議会生活福祉部会との連携 

 

Ⅱ その他の事業  

１ 広島市東区共同募金委員会への協力  

２ 社会福祉援助技術現場実習生の受入  

３ 各種財団助成事業の情報提供  

      ｂ ボランティアグループ連絡会交流会                 

   エ  ボランティアの育成（研修・養成講座の開催） 

    ㋐  各種ボランティア講座の開催    

    ㋑  講座等を通じた地域活動の担い手育成と地区ボランティアバ  
          ンク活動の推進          
   オ  広報・啓発の充実 

    ㋐  ボランティアセンター通信｢ボランティアの広場｣の発行 

年３回 

    ㋑  ボランティアセンターだより「みちしお」の発行   年３回 

    ㋒  区社協ホームページなどによる情報発信  

    ㋓  ボランティアグループ･福祉団体等の交流事業「東区ちゃいち 

          ゃいまつり」の開催支援        

   カ  ボランティア活動保険等の事務 

  ②  福祉教育推進事業 

   ア  やさしさ発見プログラム事業の推進 

   イ  青少年福祉体験講座『Let’s TRY ミニボラ』の実施        

   ウ  学校､地域､企業等への福祉的啓発と理解促進  

㋐ 障害に対する理解啓発「東区社協障がい理解の啓発月間」の実 

  施                         １２月 

    ㋑ 学校や地域での福祉に関する学習会等の開催支援 

         

９ 災害被災者援助事業  

① 災害ボランティアセンターの活動体制づくり 

   ア  災害ボランティア活動の環境整備における区役所との協議及び 

        連携 

   イ  災害時に連携が必要な関係機関、団体との情報共有 

   ウ  区災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの見直し  

   エ  区災害ボランティアセンター開設・運営シミュレーション等研修 

    会の実施  

オ 区災害ボランティアセンター取り組みの啓発         

㋐ 区社協防災月間（防災コーナーの設置）       ７月 

㋑ 災害ボランティアハンドブックやパネルの活用  

    ㋒ 区防災訓練への参加  

   カ  災害ボランティアセンター運営者研修への参加 

 

 １０  自立支援総合相談援助事業  

① 自立支援総合相談援助事業 

   ア  総合相談員の配置 
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令和５年度  

広島市南区社会福祉協議会  事業計画  

 

重点事業  

 

Ⅰ たすけあいのまちをつくります  

 地区社協が取り組んでいる「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の３

事業「近隣ミニネットワークづくり推進事業」、「ふれあい・いきいきサロ

ン設置推進事業」、「地区ボランティアバンク活動推進事業」を軸に、地域

の実情に合わせて、地区社協活動拠点の整備や拠点スタッフの配置、介護

予防・日常生活支援総合事業の地域高齢者交流サロンや住民主体型生活支

援訪問サービスなどを組み合わせながら、助け合う仕組みづくりを進めま

す。 

また、地区社協と連携を強化し、地域の住民、様々な団体・専門職、行

政とともに、地域の生活課題等の解決に向けた取り組みを、継続して実施

します。 

 多様な福祉ニーズに沿って、ボランティアの育成を進めるとともに、ボ

ランティアがいきいきと活動できる場づくりを進めます。 

 子どもから大人まで世代を問わず、福祉への関心や理解を深めることが

できるように、授業や講座・研修等の学習の機会を利用して福祉教育を推

進します。 

 

Ⅱ  一人ひとりの暮らしをささえます  

 さまざまな相談の受け皿として、心配ごと相談や貸付相談、ボランティ

ア相談などの機能を強化します。相談から見えてくる課題や、不足する社

会資源の把握に努めます。 

 また、コロナ禍において急増した生活福祉資金特例貸付の利用者が償還

開始となることから、くらしサポートセンターとともにフォローアップ支

援を行います。  

 

Ⅲ 活動をすすめる体制を強化します  

 市・区社協の法人統合により、効率的な内部業務を行い、地区社協との

連携強化に努めます。 

 また、区社協で実施している事業の広報を行うと同時に、寄附等自主財

源の確保に取り組み、実施する事業の内容や費用についての見直しを行い、

自主財源を有効活用することに努めます。 
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個別事業  

 

Ⅰ 社会福祉事業  

 １ 南区事務所運営事業  

  ① 会議の開催 

ア 運営委員会                  年３回程度 

イ 正副会長会議                    随 時 

  ② 会議などへの出席 

   ア 南区連絡調整会議（区役所主催：毎月第４木曜日）  随  時 

   イ 南区地域コミュニティ交流協議会（企画総務部会含む）随 時 

   ウ 南区民児協評議員会（区民児協主催：毎月第２木曜日） 

年１１回 

   エ 事務局長会議・運営調整会議（市社協主催：毎月第２水曜日） 

年１２回 

   オ 主任会議（市社協主催）               随 時 

   カ 業務推進協議会（市社協主催）           年１回 

   キ その他役職員の会議・研修への参加 

  ③ 自主財源の確保 

   ア 賛助会員 

   イ 寄附金及び寄附物品 

   ウ 財団助成事業の活用 

  ④ 三保基金の運営 

   ア 基金の地域福祉事業への活用 

   イ 基金の廃止に向けた取り組みの実施 

   ウ 寄附された土地（基本財産）のＮＰＯ法人トムハウスへの無償貸

与 平成２３年９月１日～令和１２年８月３１日（２０年間） 

 

 ２  企画・広報事業  

  ① 広報事業  

   ア 南区社協広報紙「南区社協・福祉だより」の発行   年１回 

   イ 区社協・地区社協ホームページの内容充実（地区社協広報紙掲載） 

   ウ ＳＮＳ（Facebook 等）やマスメディアを活用した情報発信  

  ② 表彰関係事務 

  ③ 地域福祉推進第９次計画策定（市社協） 

 

 ３  広島市南区地域福祉センター指定管理運営  

   指定期間：令和４年度～令和８年度（５年間）  

 

令和５年度  

広島市南区社会福祉協議会  事業計画  

 

重点事業  

 

Ⅰ  たすけあいのまちをつくります  

 地区社協が取り組んでいる「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の３

事業「近隣ミニネットワークづくり推進事業」、「ふれあい・いきいきサロ

ン設置推進事業」、「地区ボランティアバンク活動推進事業」を軸に、地域

の実情に合わせて、地区社協活動拠点の整備や拠点スタッフの配置、介護

予防・日常生活支援総合事業の地域高齢者交流サロンや住民主体型生活支

援訪問サービスなどを組み合わせながら、助け合う仕組みづくりを進めま

す。 

また、地区社協と連携を強化し、地域の住民、様々な団体・専門職、行

政とともに、地域の生活課題等の解決に向けた取り組みを、継続して実施

します。 

 多様な福祉ニーズに沿って、ボランティアの育成を進めるとともに、ボ

ランティアがいきいきと活動できる場づくりを進めます。 

 子どもから大人まで世代を問わず、福祉への関心や理解を深めることが

できるように、授業や講座・研修等の学習の機会を利用して福祉教育を推

進します。 

 

Ⅱ  一人ひとりの暮らしをささえます  

 さまざまな相談の受け皿として、心配ごと相談や貸付相談、ボランティ

ア相談などの機能を強化します。相談から見えてくる課題や、不足する社

会資源の把握に努めます。 

 また、コロナ禍において急増した生活福祉資金特例貸付の利用者が償還

開始となることから、くらしサポートセンターとともにフォローアップ支

援を行います。  

 

Ⅲ  活動をすすめる体制を強化します  

 市・区社協の法人統合により、効率的な内部業務を行い、地区社協との

連携強化に努めます。 

 また、区社協で実施している事業の広報を行うと同時に、寄附等自主財

源の確保に取り組み、実施する事業の内容や費用についての見直しを行い、

自主財源を有効活用することに努めます。 
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 ４ 地域福祉推進事業  

  ①地区社協活動・組織強化の支援 

   ア 会議・研修会の開催  

    ㋐ 地区社協会長・地域福祉推進委員・事務担当者合同会議  

    ㋑ 地区社協予算編成会議  

    ㋒ 地区社協・地区民児協会長合同研修会 （区社協・区民児協） 

    ㋓ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会   （市社協） 

    ㋔ 地区社協役員等実践講座            （市社協） 

    ㋕ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会（市社協） 

    ㋖ 地区社協活動拠点活性化支援事業研修会      （市社協） 

   イ 地域福祉推進委員の活動強化 

㋐ 地域福祉推進委員の設置及び複数設置の推進 

    ㋑ 地域福祉推進委員連絡会の開催 

   ウ 地区社協巡回訪問の実施  

    ㋐ 巡回訪問 

    ㋑ 各種会議・事業への参加 

エ 助成金の交付  

    ㋐ 地区社協助成金 

ａ 運営費助成 均等（市補助金：６万円）  

ｂ 運営費助成 上乗せ（市社協地域団体連携支援基金：４万円） 

ｃ 活動費助成（共同募金：実績割） 

    ㋑ 新・福祉のまちづくり総合推進事業（共同募金：１５万円） 

     ａ 近隣ミニネットワークづくり推進事業  

     ｂ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 

     ｃ 地区ボランティアバンク活動推進事業  

    ㋒ 地区社協基盤強化推進事業助成金<広報または調査> 

（南区社協：世帯数に応じて）【令和５年度で終了】  

    ㋓ 地区社協活動拠点整備に関する事業 

     ａ 地区社協活動拠点整備事業<拠点維持費>（市社協地域福祉活 

            動推進基金：助成要件により１万５千円、３万円、５万円） 

     ｂ 地区社協拠点整備事業<拠点新設>（南区社協：１５万円） 

     ｃ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業（市社協地域福祉活動 

       推進基金：１００万円） 

     ｄ 地区社協活動拠点活性化支援事業（市補助金：年間４８万円） 

    ㋔ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業（市社協地域福祉活動推 

     進基金：４万円または８万円） 

    ㋕ 地域団体連携支援基金事業<事業費>（市社協地域団体連携支援 

     基金：５０万円） 
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   オ 「広島市地域コミュニティ活性化ビジョン」推進への協力  

     （地域における新たな協力体制の設立・運営支援） 

  ② 広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業

の推進 

   ア 生活支援コーディネーターの配置 

   イ 区域協議体の設置・運営  

   ウ 生活支援サポーター養成講座の実施 

   エ  住民主体型生活支援訪問サービス実施団体への運営支援と新規

参画団体の発掘  
   オ 地域高齢者交流サロン運営事業、地域介護予防拠点整備促進事業

実施団体への運営支援と推進 

 

 ５ 高齢者福祉事業  

  ① 当事者及び家族への援助  

   ア 南区認知症の人と家族の会への協力 

 ○新 a イ 男性介護者の集い（南区ケアメンの会）への協力 

   ウ 認知症講演会の開催                 年１回 

  ② 在宅介護者の集い（日帰りリフレッシュ）の開催    年１回 

  ③ 「みなみく介護者情報」の発行 

  ④ 車いすの短期無料貸出  

  ⑤ 関係機関・団体とのネットワークづくり 

   ア 南区地域包括支援センター運営協議会（地域支えあい課）  

   イ 南区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会（地域支えあい課） 

   ウ 南区はいかい高齢者等ＳＯＳネットワーク連絡会（地域支えあい

課） 

 

 ６ 障害児・者福祉事業  

  ① 社会参加の場づくり・仲間づくり 

    障害児者交流会の共催（手をつなぐ育成会南区支部） 

  ② 各種障害児者団体活動への支援 

        南区身体障害者福祉協会、手をつなぐ育成会南区支部、精神障害者 

      家族会「みどり会」、中途視覚障害者の会「野菊の会」 

  ③ 障害者作業所活動への支援  

   ア 作業所連絡会開催への支援             随  時 

   イ 作業所交流会開催への支援             年１回 

  ④ 関係機関・団体とのネットワークづくり 

   ア 保健・医療・福祉関係者による協議の場（地域支えあい課）  

   イ 広島市自立支援協議会南区地域部会 

 ４ 地域福祉推進事業  

  ①地区社協活動・組織強化の支援 

   ア  会議・研修会の開催 

    ㋐ 地区社協会長・地域福祉推進委員・事務担当者合同会議  

    ㋑  地区社協予算編成会議  

    ㋒ 地区社協・地区民児協会長合同研修会 （区社協・区民児協） 

    ㋓ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会   （市社協） 

    ㋔  地区社協役員等実践講座            （市社協） 

    ㋕ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会（市社協） 

    ㋖  地区社協活動拠点活性化支援事業研修会      （市社協） 

   イ  地域福祉推進委員の活動強化 

㋐ 地域福祉推進委員の設置及び複数設置の推進 

    ㋑ 地域福祉推進委員連絡会の開催 

   ウ 地区社協巡回訪問の実施  

    ㋐ 巡回訪問 

    ㋑ 各種会議・事業への参加 

エ 助成金の交付  

    ㋐ 地区社協助成金 

ａ 運営費助成 均等（市補助金：６万円） 

ｂ 運営費助成 上乗せ（市社協地域団体連携支援基金：４万円） 

ｃ 活動費助成（共同募金：実績割） 

    ㋑  新・福祉のまちづくり総合推進事業（共同募金：１５万円）  

     ａ  近隣ミニネットワークづくり推進事業  

     ｂ  ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 

     ｃ  地区ボランティアバンク活動推進事業  

    ㋒ 地区社協基盤強化推進事業助成金<広報または調査> 

（南区社協：世帯数に応じて）【令和５年度で終了】  

    ㋓  地区社協活動拠点整備に関する事業 

     ａ  地区社協活動拠点整備事業<拠点維持費>（市社協地域福祉活 

            動推進基金：助成要件により１万５千円、３万円、５万円） 

     ｂ  地区社協拠点整備事業<拠点新設>（南区社協：１５万円） 

     ｃ  地区社協活動拠点づくり応援助成事業（市社協地域福祉活動 

       推進基金：１００万円） 

     ｄ  地区社協活動拠点活性化支援事業（市補助金：年間４８万円） 

    ㋔  福祉のまちづくりプラン策定支援事業（市社協地域福祉活動推 

     進基金：４万円または８万円） 

    ㋕ 地域団体連携支援基金事業<事業費>（市社協地域団体連携支援 

     基金：５０万円） 
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   ウ 広島市東部障害者デイサービスセンター運営委員会 

 

 ７ 児童福祉事業 

  ① 子育て支援 

   ア 南区常設オープンスペース運営協議会への出席 

   イ 常設型オープンスペース「キッズひろばみなみ」運営への協力 

  ② ひとり親家庭への支援  

ア 南区母子寡婦福祉会活動への支援 

   イ ひとり親家庭親子ふれあい行事への協力  

 

 ８  区ボランティアセンター活動事業  

  ① ボランティア活動の推進  

   ア ボランティアコーディネーターの配置 

     （週５日 ９：００～１５：４５）  

   イ ボランティア活動の需給調整 

   ウ ボランティア（個人・団体）の活動支援  

   エ ボランティアの養成 

    ㋐ 各種ボランティア講座などの開催 

     ａ ボランティア入門講座  

     ｂ ボランティアセンター登録グループのステップアップ講座 

     ｃ 精神保健福祉ボランティア養成講座（保健センター共催） 

     ｄ 子育て支援ボランティア養成講座（保健センター共催）  

    ㋑ 学生ボランティアとの関係づくり 

    ㋒ シニア世代の活動の場づくり（個人ボランティアの集い）  

   オ ボランティア活動への支援 

    ㋐ 活動機材・福祉図書資料・ＤＶＤなどの提供、貸出 

    ㋑ ボランティア活動保険、行事用保険などの取扱い 

    ㋒ 各種財団助成事業の情報提供 

   カ 南区ボランティア連絡会への支援 

    ㋐ 幹事会                                        年２回  

    ㋑ ボランティアグループ代表者会議                年５回 

    ㋒ ボランティア研修会                            年２回  

    ㋓ ボランティア交流会                            年１回  

   キ 企業等の社会貢献活動への支援 

    ㋐ ボランティア活動のＰＲ及び調整 

    ㋑ 企業との相互ボランティア情報の収集及び提供 

   ク 広報啓発活動 

    ㋐ 南区ボランティアセンターだよりの発行       年１回 
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    ㋑ ボランティア情報「Ｐａｌｅｔｔｅ通信」の発行   年３回 

    ㋒ 第２２回南区ボランティアフェスティバルの開催  年１回 

  ② 福祉教育の推進 

   ア やさしさ発見プログラム事業の推進 

   イ 青少年福祉体験講座の実施（南区ヤングボランティアスクール） 

   ウ 学校、地域、団体、企業等への啓発と理解促進 

 

 ９  災害被災者援助事業  

  災害ボランティアセンターの活動体制づくり 

  ① 災害ボランティアハンドブックやパネルの活用 

  ② 災害ボランティア活動の環境整備における区役所との協議・連携 

  ③ 災害時に連携が必要な関係機関、団体との情報共有 

  ④ 区災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの作成 

  ⑤ 区災害ボランティアセンター開設・運営シミュレーション等研修の

実施  
  ⑥ 区防災訓練等への参加 

  ⑦ 職員研修の実施及び参加  

 

 １０  自立支援総合相談援助事業  

① 自立支援総合相談援助事業  
   ア 総合相談員の配置（週５日 ９：００～１５：４５）  

   イ 心配ごと相談事業の実施  
   ウ 弁護士無料法律相談の実施  
   エ 専門相談（弁護士、司法書士等）の実施  
  ②  福祉サービス利用援助事業「かけはし」（日常生活自立支援事業）

の推進  
  ③ 緊急一時食品提供事業の実施  
  ④ 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会（市社協主催）への参加 

 

 １１  障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業  

① ガイドヘルパーの登録・派遣  

  ② 研修会、会議への参加 

 

 １２  貸付事業事務  

  ① 生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金の相談・貸付事務 

  ② 生活福祉資金の相談・貸付償還事務（特例含む） 

   ア 生活福祉資金貸付調査委員会            随  時 

   イ 区民生委員児童委員協議会生活福祉部会との連携 

   ウ  広島市東部障害者デイサービスセンター運営委員会 

 

 ７ 児童福祉事業 

  ①  子育て支援 

   ア  南区常設オープンスペース運営協議会への出席 

   イ  常設型オープンスペース「キッズひろばみなみ」運営への協力 

  ②  ひとり親家庭への支援 

ア 南区母子寡婦福祉会活動への支援 

   イ  ひとり親家庭親子ふれあい行事への協力  

 

 ８ 区ボランティアセンター活動事業  

  ① ボランティア活動の推進  

   ア  ボランティアコーディネーターの配置 

     （週５日  ９：００～１５：４５）  

   イ  ボランティア活動の需給調整 

   ウ  ボランティア（個人・団体）の活動支援  

   エ  ボランティアの養成 

    ㋐  各種ボランティア講座などの開催 

     ａ  ボランティア入門講座  

     ｂ  ボランティアセンター登録グループのステップアップ講座 

     ｃ  精神保健福祉ボランティア養成講座（保健センター共催） 

     ｄ  子育て支援ボランティア養成講座（保健センター共催）  

    ㋑  学生ボランティアとの関係づくり 

    ㋒  シニア世代の活動の場づくり（個人ボランティアの集い）  

   オ  ボランティア活動への支援 

    ㋐  活動機材・福祉図書資料・ＤＶＤなどの提供、貸出 

    ㋑  ボランティア活動保険、行事用保険などの取扱い 

    ㋒  各種財団助成事業の情報提供 

   カ 南区ボランティア連絡会への支援 

    ㋐  幹事会                                        年２回  

    ㋑  ボランティアグループ代表者会議                年５回 

    ㋒  ボランティア研修会                            年２回  

    ㋓  ボランティア交流会                            年１回  

   キ 企業等の社会貢献活動への支援 

    ㋐  ボランティア活動のＰＲ及び調整 

    ㋑ 企業との相互ボランティア情報の収集及び提供 

   ク  広報啓発活動 

    ㋐  南区ボランティアセンターだよりの発行       年１回 
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Ⅱ その他の事業  

 １ 広島市南区共同募金委員会への協力  

 ２ 社会福祉援助技術現場実習生の受入  

 ３ 各種財団助成事業の情報提供  
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令和５年度  

広島市西区社会福祉協議会  事業計画  

 

 

重点事業   

  

Ⅰ  福祉のまちづくりを進める活動を推進します   

 １  小地域福祉活動の活性化   

  ① 市社協や行政・地域包括支援センター・基幹相談支援センターなど 

   の支援機関と連携し、地区社協の運営と住みよいまちをつくるための 

   福祉のまちづくり活動を支援します。  

  ②  地区社協活動拠点整備事業や地区社協活動拠点活性化支援事業等 

   を通じて、住民のつながりづくりや相談支援体制づくりに取り組む地 

   区社協の拠点活動を支援します。  

  ③  地域団体連携支援基金  事業費助成金の交付等を通じて、地区社協 

   と他の地域団体との連携強化を支援します。   

  ④ 福祉のまちづくりプラン策定を通じて、自分たちのまちをどのよう 

   なまちにしたいのか考え、その実現に向けた取組みを行う地区社協の 

   活動を支援します。  

  ⑤ 共同募金地区委員会活動を推進し、たすけあい精神の普及と地域の 

   様々な課題解決に向けた取り組みを支援します。 

  

 ２ 福祉教育の推進  

   学校や地域団体等と連携して福祉学習・体験の機会を設定し、福祉へ 

  の理解と関心を高めることで、福祉的な視点の醸成や地域福祉活動に取 

  り組むきっかけを作ります。 

  

Ⅱ 多様な市民活動を応援します  

 １ ボランティア活動の推進   

   ボランティア団体、地区社協等と協力し、ボランティア入門講座や地 

  域活動担い手養成講座を開催することにより、新たな担い手を発掘し、 

  ボランティアグループでの活動や地域福祉活動につなげます。  

 ２ 災害ボランティア活動への理解促進と体制整備  

  ① 地域住民や行政等と連携し、避難所運営訓練などの防災訓練時に災  

   害ボランティアの活動について啓発活動を行います。   

  ② 発災時には災害ボランティアセンターの立ち上げ等を行い、市・他 

   区社協、行政、他の支援機関と協力して被災者支援にあたります。  

  

 

Ⅱ  その他の事業  

 １ 広島市南区共同募金委員会への協力  

 ２ 社会福祉援助技術現場実習生の受入  

 ３ 各種財団助成事業の情報提供  
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 ３ 福祉情報の発信   

  ① 広報紙の発行により、区民に福祉情報を提供します。  

  ② ホームページ、ＳＮＳ広報紙等を活用し、地域福祉活動の好事例や 

   イベント情報などを適時紹介していきます。  

 ４ 先駆的・開発的取組の把握と活動支援  

   地域が臨む新たな課題や取組みについて、区内外の先駆的事例や活用 

  できる制度の紹介・活用支援等を行うとともに、他地区に紹介すること 

  で、情報の共有化を図ります。  

 ５ 西区地域福祉センターの利用促進  

   西区地域福祉センターが地域福祉活動の拠点として活用されるよう、 

  利用促進を図ります。 

  

Ⅲ  一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、支えます   

  身近で包括的な相談支援体制づくり   

 １  福祉サービス利用援助事業かけはしの実施や、成年後見事業や生活困 

  窮者自立支援事業等との連携により、困りごとを抱えた人々の日常生活  

  を支援します。  

 ２ 多様化、複雑化する福祉課題に対応するため、関係機関や地域と連携 

  し解決に努めます。 

  

Ⅳ  社協の組織・財政の充実を図ります   

 １  組織体制の強化 

   業務量を勘案した職員の適正配置を求め、業務の円滑な推進を図りま 

  す。  

 ２ 自主財源の確保と活用  

  ① 個人・企業・団体の賛助会加入の促進に努めます。  

  ② 自主財源を活用した地区社協への新規助成事業を開始します。  

 ３ 西区地域福祉活動第８次計画の策定  

   令和６年度からの新たな活動に向けて、計画を策定します。 

 ４ 市社協・区社協法人統合後の活動基盤の強化  

   市社協・区社協法人合併後に発生した諸課題について市域全体で調整 

  を行い、今後とも地域福祉推進の中核的役割を担えるよう、活動基盤の 

  強化を引き続き図ります。  
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個別事業 

 

Ⅰ 社会福祉事業 

 １ 西区事務所運営事業 

  ① 会議の開催  

   ア 正副会長会議                     月１回 

   イ 運営委員会                     随 時 

  ② 自主財源の醸成等 

   ア 賛助会員・特別賛助会員の募集  

   イ 寄付金の募集  

  ③ 会議・研修への参加                      

   ア 事務局長会議への参加                 月１回 

   イ 主任会議への参加                   随 時 

   ウ 業務推進協議会への参加                 年１回 

   エ 職員会議・研修等への参加              随 時 

 

 ２ 企画・広報事業 

  ① 広報事業 

   ア 広報紙・西区社協だより「ふれあい」の発行      年２回 

   イ 福祉情報の収集及び提供 

   ウ 区民まつり等行事への参加による広報・啓発活動 

  ② 部会・委員会事業 

    広報委員会                      年４回 

  ③ 広島市西区社会福祉協議会地域福祉活動第８次５か年計画の策定  

 

 ３ 大会事業 

  ① 西区社会福祉大会の開催 （１０月７日：毎年１０月の第１土曜日） 

  ② 西区福祉まつりの開催  （１０月７日） 

  ③ 表彰関係事務の取扱い                   

      

 ４ 広島市西区地域福祉センター指定管理運営  

   広島市西区地域福祉センター指定管理者としての適正な管理運営 

    （令和４年度～令和８年度） 

 

 ５ 地域福祉推進事業 

  ① 地区社協育成事業 

   ア 地区社協育成事業 

    ㋐ 地区社協会長等会議の開催              随 時 

    ㋑ 地区社協巡回訪問（各種会議、事業への参加等）等の実施(随時） 

 ３ 福祉情報の発信   

  ①  広報紙の発行により、区民に福祉情報を提供します。  

  ② ホームページ、ＳＮＳ広報紙等を活用し、地域福祉活動の好事例や 

   イベント情報などを適時紹介していきます。  

 ４ 先駆的・開発的取組の把握と活動支援  

   地域が臨む新たな課題や取組みについて、区内外の先駆的事例や活用 

  できる制度の紹介・活用支援等を行うとともに、他地区に紹介すること 

  で、情報の共有化を図ります。  

 ５ 西区地域福祉センターの利用促進  

   西区地域福祉センターが地域福祉活動の拠点として活用されるよう、 

  利用促進を図ります。 

  

Ⅲ  一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、支えます   

  身近で包括的な相談支援体制づくり   

 １ 福祉サービス利用援助事業かけはしの実施や、成年後見事業や生活困 

  窮者自立支援事業等との連携により、困りごとを抱えた人々の日常生活  

  を支援します。  

 ２ 多様化、複雑化する福祉課題に対応するため、関係機関や地域と連携 

  し解決に努めます。 

  

Ⅳ  社協の組織・財政の充実を図ります   

 １ 組織体制の強化 

   業務量を勘案した職員の適正配置を求め、業務の円滑な推進を図りま 

  す。  

 ２ 自主財源の確保と活用  

  ①  個人・企業・団体の賛助会加入の促進に努めます。  

  ②  自主財源を活用した地区社協への新規助成事業を開始します。  

 ３ 西区地域福祉活動第８次計画の策定  

   令和６年度からの新たな活動に向けて、計画を策定します。 

 ４ 市社協・区社協法人統合後の活動基盤の強化  

   市社協・区社協法人合併後に発生した諸課題について市域全体で調整 

  を行い、今後とも地域福祉推進の中核的役割を担えるよう、活動基盤の 

  強化を引き続き図ります。  
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    ㋒ 地区社協助成金の交付 

     ａ 市社協助成（地区社協助成金）             

      ⓐ 運営費助成―市補助金（６万円／地区）  

              市社協地域団体連携支援基金（４万円／地区） 

      ⓑ 事業費助成―共同募金配分金（実績割） 

     ｂ 区社協助成（社協広報・サロン事業助成金）  

    ○新 a   ⓐ 広報費助成事業 

        地区社協広報紙の発行または要件を満たすＳＮＳ発信に対 

              する助成 

         ・広報紙発行（４万円／年１回、６万円／年２回以上） 

         ・ＳＮＳ発信（６万円／月１，０００通以上発信） 

        ※広報紙発行とＳＮＳ発信を合わせて年６万円上限  

       ⓑ ふれあい・いきいきサロン開設推進事業 

         開設時１万円／サロン   

   イ 福祉のまちづくりの総合的な推進 

    ㋐ 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進支援  

       共同募金配分金（１５万円／地区） 

     ａ 近隣ミニネットワークづくり推進事業の推進 

     ｂ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業の推進  

     ｃ 地区ボランティアバンク活動推進事業の推進 

    ㋑ 地区社協活動拠点づくりの推進 

     ａ 地区社協活動拠点整備事業  

       市社協会費等（１万５千円～５万円） 

     ｂ 地区社協活動拠点活性化支援事業 市補助金 

       （１日２千円上限、年間４８万円上限、連続３年間助成上限） 

    ㋒ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の実施  

      市社協福祉活動推進基金 

      地区社協のプラン策定に関する情報提供と策定支援 

    ㋓ 地域福祉活動の担い手の拡大  

     ａ 地域活動担い手養成講座の開催 

     ｂ サロン活動世話人交流会の実施  

    ㋔ 地域団体間の連携強化  

     ａ 区民児協行事への区社協職員の参加等による情報共有及び交 

      流の推進 

     ｂ 近隣ミニネットワークづくり事業と民児協見守り活動、高齢 

      者支えあい事業など見守り事業の連携実施 

     ｃ  地域団体連携支援基金  事業費助成金の交付を通じた地区社 

      協と他の地域団体との連携強化の推進  
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       市社協地域団体連携支援基金（１地区５０万円上限） 

    ㋕ 施設・団体等との協働による福祉のまちづくりの推進  

      福祉施設や団体等の地域交流スペースや知識・技術等と地域福 

     祉活動の連携支援 

    ㋖ 福祉のまちづくり推進合同会議の開催  

    ㋗ 「広島市地域共生社会実現計画」推進への協力 

    ㋘ 「広島市地域コミュニティ活性化支援ビジョン」推進への協力 

   ウ 地域福祉推進委員の設置 

    ㋐ 地域福祉推進委員連絡会議の開催              年６回 

    ㋑ 地域福祉推進委員複数設置の推進  

   エ 小地域福祉活動の情報収集と分析 

    ㋐ 地区社協ごとの情報シートの作成・分析・活用 

    ㋑ 地域における先駆的取組の情報収集・情報提供・情報共有  

  ② 役員研修事業  

   ア 地区社協会長・地域福祉推進委員研修会の実施（区域） 

   イ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会への参加（市域） 

     対象者：地区社協会長就任後、概ね５年以内で本研修の未受講者 

   ウ 地区社協役員等実践講座への参加（市域） 

   エ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会への参加 

     （市域） 

   オ 地区社協活動拠点活性化支援事業研修会への参加（市域） 

   カ 広島県社会福祉夏季大学への参加支援（参加費補助）  

     （県社協主催） 

   キ その他研修等の実施、参加案内          

  ③ 広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業 

   の推進  

   ア 生活支援体制整備事業 

    ㋐ 生活支援コーディネーターの配置  

    ㋑ 区域協議体の設置・運営  

    ㋒ 市民向け総合事業啓発研修会への参加（市域）  

    ㋓ 生活支援担い手養成講座実施（区域等） 

   イ 介護予防・日常生活支援総合事業  

    ㋐ 住民主体型生活支援訪問サービス実施団体の支援と新規参入団

体の発掘  

    ㋑ 地域高齢者交流サロン実施団体の運営支援と整備促進 

    ㋒ 地域包括支援センターと連携した介護予防拠点整備促進事業実

施への協力  

   ウ 地域高齢者交流サロン及び地域介護予防拠点活動の継続支援  

     実施団体（補助終了団体含む）へのレク用品の貸し出し等  

    ㋒ 地区社協助成金の交付 

     ａ 市社協助成（地区社協助成金）             

      ⓐ 運営費助成―市補助金（６万円／地区）  

              市社協地域団体連携支援基金（４万円／地区） 

      ⓑ 事業費助成―共同募金配分金（実績割） 

     ｂ 区社協助成（社協広報・サロン事業助成金）  

    ○新 a   ⓐ 広報費助成事業 

        地区社協広報紙の発行または要件を満たすＳＮＳ発信に対 

              する助成 

         ・広報紙発行（４万円／年１回、６万円／年２回以上） 

         ・ＳＮＳ発信（６万円／月１，０００通以上発信） 

        ※広報紙発行とＳＮＳ発信を合わせて年６万円上限  

       ⓑ ふれあい・いきいきサロン開設推進事業 

         開設時１万円／サロン   

   イ 福祉のまちづくりの総合的な推進 

    ㋐ 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進支援  

       共同募金配分金（１５万円／地区） 

     ａ 近隣ミニネットワークづくり推進事業の推進 

     ｂ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業の推進  

     ｃ 地区ボランティアバンク活動推進事業の推進 

    ㋑ 地区社協活動拠点づくりの推進 

     ａ 地区社協活動拠点整備事業  

       市社協会費等（１万５千円～５万円） 

     ｂ 地区社協活動拠点活性化支援事業 市補助金 

       （１日２千円上限、年間４８万円上限、連続３年間助成上限） 

    ㋒ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の実施  

      市社協福祉活動推進基金 

      地区社協のプラン策定に関する情報提供と策定支援 

    ㋓ 地域福祉活動の担い手の拡大  

     ａ 地域活動担い手養成講座の開催 

     ｂ サロン活動世話人交流会の実施  

    ㋔ 地域団体間の連携強化  

     ａ  区民児協行事への区社協職員の参加等による情報共有及び交 

      流の推進 

     ｂ  近隣ミニネットワークづくり事業と民児協見守り活動、高齢 

      者支えあい事業など見守り事業の連携実施 

     ｃ  地域団体連携支援基金  事業費助成金の交付を通じた地区社 

      協と他の地域団体との連携強化の推進  
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   エ 地域の包括的な支援体制整備への支援  

     地区社協活動拠点での活動支援及びその設置に向けた支援等   

 ○新 aオ 広島市の重層的支援体制整備事業への参画 

  ④ 広報事業 

   ア ＳＮＳを活用した地区社協活動の広報  

   イ 市社協ホームページへの各地区社協情報の掲載支援   

   

 ６ 高齢者福祉事業  

  ① 在宅高齢者支援事業  

   ア 緊急連絡カードの作成・配布 

   イ 車椅子等の貸出、車椅子地域ステーションの整備  

  ② 在宅介護者支援事業  

     在宅介護者のつどいの開催支援等  

  ③ 高齢者はいかいＳＯＳネットワーク等高齢者福祉の推進に関する活 

   動への協力 

  

 ７ 障害児･者福祉事業 

  ① 当事者活動の支援と社会参加の促進 

   ア 障害児･者交流事業の開催 

   イ 精神障害者地域交流事業への協力 

  ② 関係機関・団体とのネットワークづくり  

   ア 障害児･者交流事業関係者会議の開催             年２回 

   イ 広島市自立支援協議会西区地域部会等障害児・者福祉の推進に関  

    する活動への協力  

  

 ８ 児童福祉事業 

  ① ひとり親家庭親の支援  

   ア ひとり親家庭親子推進交流事業関係者会議  

   イ ひとり親家庭親子の集い実施 

  ② ちびっこ広場設置事業 

   ア 遊具等修繕・整備と一斉安全点検の実施調整 

   イ ちびっこ広場運営助成金の交付 （１広場 ５千円） 

  ③ 子育て支援活動  

   ア 地域子育て支援活動への協力 

   イ 西区常設オープンスペース「にしくニコニコひろば」への協力 

  ④ 西区子育て支援ネットワーク会議等児童福祉の推進に関する活動へ 

   の協力 
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 ９ 区ボランティアセンター活動事業  

  ① ボランティア活動推進事業 

   ア ボランティア活動の推進強化 

    ㋐ ボランティアコーディネーターの設置 

    ㋑ ボランティアコーディネーター連絡会、各種研修会等への参加 

    ㋒ ボランティア交流会の開催                 

    ㋓ ボランティア活動の相談調整 

    ㋔ ボランティア活動保険、行事用保険等の受付 

    ㋕ ボランティア活動機材の整備・貸出 

   イ ボランティアセンターの機能の強化 

     ボランティアグループ連絡会・ボランティアセンター利用者連絡 

    会合同会議の開催                      

   ウ 広報活動の推進 

    ㋐ ｢ボランティアセンター｣通信の発行 

     （年２回・西区社協だより「ふれあい」と合併・新聞折込みによ 

     る配布） 

    ㋑ 西区福祉まつりの開催（再掲） 

    ㋒ ボランティア関係図書等の整備 

    ㋓ 社協ホームページ、区報、新聞等の活用  

   エ ボランティア講座・研修会等の開催  

    ㋐ ボランティア活動入門講座の開催 

    ㋑ 技術ボランティア講座の開催 

    ㋒ ボランティア研修会の開催 

    ㋓ ボランティアバンク（コーディネーター等）養成講座の開催 

    ㋔ 地区ボランティアバンクとのネットワークづくり 

    ㋕ その他のボランティア講座・ボランティア研修会の開催  

    ㋖ 生活支援担い手養成講座の開催（再掲）  

  ② 福祉教育推進事業 

    学校・地域等における福祉教育推進事業の推進・協力 

   ア やさしさ発見プログラム事業の推進･協力  

   イ 学校・地域等の福祉体験・研修プログラムへの協力  

   ウ 福祉活動体験サポーター（講師・学習協力者）の発掘  

   エ ヤングボランティア育成事業の開催  

   オ 地域で進める福祉教育福祉体験講座への協力 

   カ 福祉体験学習サポーター（講師・学習協力者）養成講座及び学習 

    プログラムの協働開発への協力  

  

 

   エ 地域の包括的な支援体制整備への支援  

     地区社協活動拠点での活動支援及びその設置に向けた支援等   

 ○新 aオ 広島市の重層的支援体制整備事業への参画 

  ④ 広報事業 

   ア ＳＮＳを活用した地区社協活動の広報  

   イ 市社協ホームページへの各地区社協情報の掲載支援   

   

 ６ 高齢者福祉事業  

  ① 在宅高齢者支援事業  

   ア 緊急連絡カードの作成・配布 

   イ 車椅子等の貸出、車椅子地域ステーションの整備  

  ② 在宅介護者支援事業  

     在宅介護者のつどいの開催支援等  

  ③ 高齢者はいかいＳＯＳネットワーク等高齢者福祉の推進に関する活 

   動への協力 

  

 ７ 障害児･者福祉事業 

  ① 当事者活動の支援と社会参加の促進 

   ア 障害児･者交流事業の開催 

   イ 精神障害者地域交流事業への協力 

  ②  関係機関・団体とのネットワークづくり  

   ア 障害児･者交流事業関係者会議の開催             年２回 

   イ 広島市自立支援協議会西区地域部会等障害児・者福祉の推進に関  

    する活動への協力  

  

 ８ 児童福祉事業 

  ① ひとり親家庭親の支援  

   ア ひとり親家庭親子推進交流事業関係者会議  

   イ ひとり親家庭親子の集い実施 

  ② ちびっこ広場設置事業 

   ア 遊具等修繕・整備と一斉安全点検の実施調整 

   イ ちびっこ広場運営助成金の交付 （１広場 ５千円） 

  ③ 子育て支援活動  

   ア 地域子育て支援活動への協力 

   イ 西区常設オープンスペース「にしくニコニコひろば」への協力 

  ④  西区子育て支援ネットワーク会議等児童福祉の推進に関する活動へ 

   の協力 
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 １０ 災害被災者援助事業 

    西区災害ボランティアセンター活動 

  ① 西区災害ボランティアセンター体制づくりの検討・協議  

  ② 西区災害ボランティアセンターの設置・運営活動（西区での発災時） 

  ③ 区外災害ボランティアセンター活動の支援・運営協力（区外での発 

   災時） 

  ④ 災害ボランティア活動啓発 

 

 １１ 自立支援総合相談援助事業  

  ① 自立支援総合相談援助事業の実施  

   ア 総合相談員の配置 

   イ 福祉サービス利用援助事業「かけはし」（日常生活自立支援事業） 

    の実施  

  ○新 a西部サブセンター（西区・佐伯区対象）を西区社協事務所内に新設 

   ウ 心配ごと相談事業  

   エ 在宅訪問相談援助事業の実施 

  ② 弁護士無料法律相談の実施  

  ③ 生活困窮者への緊急一時食品提供事業の実施 

  

 １２ 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業   

  ① ガイドヘルパーの登録・派遣 

  ② 研修会、会議への参加 

  

 １３ 貸付事業事務  

  各種貸付事業に関する貸付の相談受付・申請事務、償還事務、フォロー 

 アップ等を行う。 

  ① 生活一時資金  

  ② ひとり親家庭等緊急援護資金  

  ③ 生活福祉資金  

   ア 総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費） 

   イ 福祉資金（福祉費・緊急小口資金） 

   ウ 教育支援資金（教育支援費・就学支度費） 

   エ 不動産担保型生活資金（低所得者世帯向け） 

   オ 生活福祉資金特例貸付（償還事務、フォローアップのみ） 

   カ 生活福祉資金貸付調査委員会                 随 時 
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Ⅱ その他の事業  

 １ 広島市西区共同募金委員会への協力  

 ２ 社会福祉援助技術現場実習生の受け入れ 

 ３ 各種財団の助成事業の情報提供 

 

 １０ 災害被災者援助事業 

    西区災害ボランティアセンター活動 

  ① 西区災害ボランティアセンター体制づくりの検討・協議  

  ② 西区災害ボランティアセンターの設置・運営活動（西区での発災時） 

  ③  区外災害ボランティアセンター活動の支援・運営協力（区外での発 

   災時） 

  ④ 災害ボランティア活動啓発 

 

 １１ 自立支援総合相談援助事業  

  ① 自立支援総合相談援助事業の実施  

   ア 総合相談員の配置 

   イ 福祉サービス利用援助事業「かけはし」（日常生活自立支援事業） 

    の実施  

  ○新 a西部サブセンター（西区・佐伯区対象）を西区社協事務所内に新設 

   ウ 心配ごと相談事業  

   エ 在宅訪問相談援助事業の実施 

  ② 弁護士無料法律相談の実施  

  ③  生活困窮者への緊急一時食品提供事業の実施 

  

 １２ 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業   

  ①  ガイドヘルパーの登録・派遣 

  ② 研修会、会議への参加 

  

 １３ 貸付事業事務  

  各種貸付事業に関する貸付の相談受付・申請事務、償還事務、フォロー 

 アップ等を行う。 

  ① 生活一時資金  

  ② ひとり親家庭等緊急援護資金  

  ③ 生活福祉資金  

   ア 総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費） 

   イ 福祉資金（福祉費・緊急小口資金） 

   ウ 教育支援資金（教育支援費・就学支度費） 

   エ 不動産担保型生活資金（低所得者世帯向け） 

   オ 生活福祉資金特例貸付（償還事務、フォローアップのみ） 

   カ 生活福祉資金貸付調査委員会                 随 時 
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令和５年度   

広島市安佐南区社会福祉協議会  事業計画  

 

 

重点事業  

 

Ⅰ たすけあいのまちをつくろう  

 小地域福祉活動の活性化  

 １ 学（地）区社協活動拠点機能の支援  

   引き続き学（地）区社協拠点が継続運営できるよう、関係機関とのつ 

    ながりや駐在スタッフの支援に取り組みます。  

 ２  新たな地域福祉活動者発掘のきっかけづくりの実施  

   継続した学（地）区社協の活動を進めていく中で、新たな活動者や連 

  携していくグループ等の発掘は団体共通の課題となっています。ボラン 

  ティア研修会（子育て・技術系講座等）や福祉教育等によるつながりだ 

  けではなく、区内の企業や社会福祉法人等による社会貢献活動が地域活 

  動に結びつくにつくよう、世代やジャンルを問わずきっかけづくりを進 

  めていきます。 

  また、新たな地域活動者の活動として、「介護予防・日常生活支援総 

合事業」の「住民主体型生活支援訪問サービス」や「地区ボランティア 

バンク活動推進事業」の取り組みにつながるよう推進していきます。  

 ３ ふれあい・いきいきサロンの拡充の推進  

   これまで実施されている、ふれあい・いきいきサロンを多世代型の居 

場所として、子育てサロンや子ども食堂等との交流や連携を図っていき 

ます。 

 ４ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進  

   それぞれの学（地）区社協での、課題や必要とされる取り組みを、地 

  域のみなさま自らが話し合うことで、行動につながるきっかけとなるプ 

  ランの策定を推進いたします。  

 ５  災害ボランティア活動への参加意識の醸成と体制整備  

   平成２６年、平成３０年、令和３年に発生した豪雨災害での体験を活 

  かし、日ごろからのつながりの大切さを認識するとともに、防災をテー 

  マにした活動では、学（地）区社協や自主防災会とも連携を図っていき 

  ます。 

 

Ⅱ  一人ひとりの暮らしをささえよう  

 １ 日常生活の相談援助機能の強化  

   福祉サービス利用援助事業「かけはし」・安佐南区くらしサポート 
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  センター事業への協力 

   「かけはし」では、認知症や精神障害者の利用者も増えており、権利 

  擁護に関する相談や成年後見利用の支援が増加することが予測されま 

す。また、区くらしサポートセンターでは、生活困窮や社会的孤立を背  

景とする深刻な生活課題を地域の課題として見据え、また個別課題を通して地  

域課題としてつながるように、区くらしサポートセンターと「かけはし」北部サブセン 

ターと連携を図ります。 

 （※「かけはし」のサブセンターは、市内８区社協内で唯一設置され、北部サブ 

センターとして、契約に係る専門員が配置されています） 

 ２ 子どもの育ち支援  

   安佐南区は、市内で最も若年人口が多い地域性から、住み慣れたまち

の中で子どもの健全な発達を応援していくため、子育てサロンや子育て

グループ・子ども食堂・学習支援等の、子どもの居場所づくりに取り組

む団体への支援や協力等、地域の実情に応じた取り組みを支援します。 

３ 福祉車輛貸出の拡充  

区内では急斜面を切り開いた団地も多く、特に高齢者サロン参加や運

転免許証返納、公共交通機関の減便等もあり、移動手段の確保が難しい

状況にあります。引き続き、福祉車輛の有効的利用を検討していきます。 

 

Ⅲ  活動をすすめる体制を強化します  

１ 財源・財政の強化に努めます  

区社協の自主財源の多くは、町内会世帯を基準とした区社協会費に頼 

っているのが現状です。区社協や学（地）区社協等の活動を強化するた 

めに、引き続き賛助会費制度等の見直しを含め、新たな財源確保のしく 

みについて進めていきます。 

 ２ 市社協地域福祉推進第９次計画策定への協力  

   

 
 

令和５年度   

広島市安佐南区社会福祉協議会  事業計画  

 

 

重点事業  

 

Ⅰ  たすけあいのまちをつくろう  

 小地域福祉活動の活性化  

 １ 学（地）区社協活動拠点機能の支援  

   引き続き学（地）区社協拠点が継続運営できるよう、関係機関とのつ 

    ながりや駐在スタッフの支援に取り組みます。  

 ２ 新たな地域福祉活動者発掘のきっかけづくりの実施  

   継続した学（地）区社協の活動を進めていく中で、新たな活動者や連 

  携していくグループ等の発掘は団体共通の課題となっています。ボラン 

  ティア研修会（子育て・技術系講座等）や福祉教育等によるつながりだ 

  けではなく、区内の企業や社会福祉法人等による社会貢献活動が地域活 

  動に結びつくにつくよう、世代やジャンルを問わずきっかけづくりを進 

  めていきます。 

  また、新たな地域活動者の活動として、「介護予防・日常生活支援総  

合事業」の「住民主体型生活支援訪問サービス」や「地区ボランティア 

バンク活動推進事業」の取り組みにつながるよう推進していきます。  

 ３ ふれあい・いきいきサロンの拡充の推進  

   これまで実施されている、ふれあい・いきいきサロンを多世代型の居 

場所として、子育てサロンや子ども食堂等との交流や連携を図っていき 

ます。 

 ４ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進  

   それぞれの学（地）区社協での、課題や必要とされる取り組みを、地 

  域のみなさま自らが話し合うことで、行動につながるきっかけとなるプ 

  ランの策定を推進いたします。  

 ５ 災害ボランティア活動への参加意識の醸成と体制整備  

   平成２６年、平成３０年、令和３年に発生した豪雨災害での体験を活 

  かし、日ごろからのつながりの大切さを認識するとともに、防災をテー 

  マにした活動では、学（地）区社協や自主防災会とも連携を図っていき 

  ます。 

 

Ⅱ  一人ひとりの暮らしをささえよう  

 １ 日常生活の相談援助機能の強化  

   福祉サービス利用援助事業「かけはし」・安佐南区くらしサポート 
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個別事業  

 

Ⅰ 社会福祉事業  

１ 安佐南区事務所運営事業   

① 区事務所運営会議の開催 

ア 運営委員会                    年４回 

イ 正副会長会議                    年９回 

② 自主財源の確保 

 会員会費・賛助会費・寄付金等の自主財源の醸成、確保 

 

２ 企画・広報事業 

① 広報活動の推進 

   ア 区社協広報紙「社協あさみなみ」の発行・全戸配布  年２回 

   イ 区ボランティアセンター通信の発行・全戸配布     年２回 

   ウ ボランティアバスケットの発行・配信         随  時 

② 部会委員会の開催 

 ア ボランティアセンター運営委員会          年２回  

 イ 安佐南区域協議体（生活支援体制整備事業情報共有・交換会）  

年２回 

   ウ 生活福祉資金調査委員会               随 時 

③ 各種表彰の推薦 

 区社協会長表彰をはじめ各種表彰の推薦 

 

３ 大会事業  

安佐南区社会福祉大会の開催 

 

４  広島市安佐南区地域福祉センター指定管理運営 

安佐南区地域福祉センターの管理・運営（令和４年～令和８年） 

 

 ５  地域福祉推進事業  

① 学（地）区社協活動の推進支援  

ア 会議・研修会等の開催 

㋐ 学(地)区社協会長・事務局・地域福祉推進委員会議の開催  

                                                            年１回  
    ㋑ 地域福祉推進委員連絡会議の開催         年３回  

㋒ 先進地視察研修会の開催             年１回 

㋓ 学(地)区社協役員等テーマ別会議、研修会の開催   随  時 

㋔ 区内相談支援者のネットワーク会議の開催     年２回 
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  ○新  ㋕ 多世代型居場所づくり連絡会の実施        年１回  

   イ 新・福祉のまちづくり総合推進事業の支援  

㋐ ふれあい・いきいきサロンの推進 

  ㋑ 近隣ミニネットワークづくりの推進 

    ㋒  地区ボランティアバンクの推進  

ウ 学（地）区社協の拠点体制整備の支援 

エ 福祉のまちづくりプランの策定支援 

   オ 助成金の交付 

 ㋐ 広島市補助金 

ａ 学（地）区社協助成金               ６万円 

ｂ  学（地）区社協助成金（地域団体連携支援基金）  ４万円 

    ㋑ 共同募金配分金 

     ａ 新・福祉のまちづくり総合推進事業       １５万円 

     ｂ 学(地)区社協助成金（実績割） 学(地)区 平均１１万円  

    ㋒ 市社協補助金 

ａ 地区社協活動拠点整備事業助成金    上限額４８万円  

ｂ 連携事業に対する助成金（地域団体連携支援基金） 

   ５０万円  

     ｃ  福祉のまちづくりプラン策定事業   ４万円（２年間のみ） 

ｄ  学(地)区社協活動拠点整備事業  

週１～２回開設等       １万５千円  

週３～４回開設等         ３万円  

週５回以上開設等         ５万円  

ｅ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業 

新設拠点       上限額 １００万円 

㋓ 区社協補助金【自主財源事業】  

      ａ 学 (地 )区社協事務所ボランティアバンク新規開設等支援助成  
            金                                         １０万円  

ｂ  学(地)区社協広報紙の発行助成  

年１回発行           ４万円 

年２回以上発行         ６万円 

ｃ  学(地)区コミュニティカレンダーの発行助成   ３万円  

ｄ  学(地)区社協ブロック連絡会推進事業      １万５千円  

ｅ  学(地)区社協取り組み活性化助成     上限額 ５万円 

  ② 介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

③ 学（地）区社協と施設との協働による福祉のまちづくりの推進支援 

 

 
 

 

個別事業  

 

Ⅰ  社会福祉事業  

１ 安佐南区事務所運営事業   

① 区事務所運営会議の開催 

ア 運営委員会                    年４回 

イ 正副会長会議                    年９回 

② 自主財源の確保 

 会員会費・賛助会費・寄付金等の自主財源の醸成、確保 

 

２ 企画・広報事業 

① 広報活動の推進 

   ア  区社協広報紙「社協あさみなみ」の発行・全戸配布  年２回 

   イ  区ボランティアセンター通信の発行・全戸配布     年２回 

   ウ  ボランティアバスケットの発行・配信         随  時 

② 部会委員会の開催 

 ア ボランティアセンター運営委員会          年２回  

 イ 安佐南区域協議体（生活支援体制整備事業情報共有・交換会）  

年２回 

   ウ  生活福祉資金調査委員会               随 時 

③ 各種表彰の推薦 

 区社協会長表彰をはじめ各種表彰の推薦 

 

３ 大会事業  

安佐南区社会福祉大会の開催 

 

４  広島市安佐南区地域福祉センター指定管理運営 

安佐南区地域福祉センターの管理・運営（令和４年～令和８年） 

 

 ５  地域福祉推進事業  

① 学（地）区社協活動の推進支援  

ア 会議・研修会等の開催 

㋐ 学(地)区社協会長・事務局・地域福祉推進委員会議の開催  

                                                            年１回  
    ㋑  地域福祉推進委員連絡会議の開催         年３回  

㋒ 先進地視察研修会の開催             年１回 

㋓ 学(地)区社協役員等テーマ別会議、研修会の開催   随 時 

㋔ 区内相談支援者のネットワーク会議の開催     年２回 
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６  高齢者福祉事業  

① 福祉活動機材やレクリエーション用具の貸出し  

② 車いすの貸出  

③ 関係機関、団体とのネットワークの推進 

ア  安佐南区高齢者虐待防止ネットワーク委員会への参加 

イ 安佐南区はいかい高齢者等ＳＯＳネットワークへの参加 

ウ 安佐南区ケアプラン作成機関連絡会への参加 

エ 安佐南区地域包括支援センター連絡会への参加  

オ 安佐南区内社会福祉法人等との連絡調整会議の開催 

 

７ 障害児・者福祉事業  

① 福祉車両「うさぎ号」による外出支援等 

② 障害児者の行き場づくり・仲間づくりへの協力  

ア 音楽交流会の開催協力 

イ キラキラ広場の開催協力 

  ③ 関係機関、団体とのネットワークの推進 

  広島市自立支援協議会安佐南地域部会への参加 

 

 ８ 児童福祉事業 

① 子どもの育ちに関する支援事業の推進（地域の居場所事業） 

ア 子育てサークル・グループ活動の支援 

イ 子育て支援講座の開催 

 ○新  ウ 多世代型居場所づくり連絡会の開催（再掲）  

エ 子育てサークル相談会の開催                        月 1 回 

② ちびっこ広場事業の推進 

ア ちびっこ広場運営委員会連絡会の開催          年１回 

イ 遊具等の安全点検の実施        年２回（1 回は業者実施） 

ウ ちびっこ広場運営委員会への助成の交付        ５千円 

  ③ ひとり親家庭親子ふれあい行事への協力 

  ④ ひとり親家庭等学習支援事業への協力 

  ⑤ 区常設子育て交流広場の運営への協力 

     

 ９  区ボランティアセンター活動事業  

① 区ボランティアセンターの運営  

ア ボランティアコーディネーターの設置 

イ  ボランティア相談の受付・調整  

ウ ボランティア活動保険等の受付  

エ 区ボランティアセンターの機材整備 
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オ 区ボランティアセンターの福祉図書、冊子の整備  

カ 区ボランティアセンター運営委員会の開催(再掲) 

② ボランティア養成講座の開催  

ア 各種ボランティア講座の開催  

イ 地域福祉活動者発掘講座の開催  

③ ボランティアまつりの開催 

④ 広報、啓発活動の推進  

ア ボランティアセンター通信の発行(再掲) 

イ ボランティア情報紙「ボランティアバスケット」の発行・配信（再 

 掲） 

⑤ 地区ボランティアバンク・住民主体型生活支援訪問サービス実施団 

 体との連携 

⑥ ボランティア連絡会への支援  

ア 役員会、定例会開催支援 

イ 研修会、交流会の開催支援 

⑦ 研修会への参加 

ア 全国福祉教育推進員研修への参加 

イ 社協ボランティア・市民活動センター職員研修セミナーへの参加 

ウ 全国ボランティアコーディネーター研究集会への参加 

エ 災害ボランティアセンター運営支援者研修会への参加 

⑧ 災害ボランティア活動への参加意識の醸成と体制整備 

ア 区内の防災イベントへの参加・協力 

イ 災害ボランティアセンターシミュレーションの開催 

⑨ ヤングボランティア育成の推進  

⑩ 福祉教育推進事業の推進 

ア 総合的な学習の時間等のカリキュラムづくり支援や講師の紹介 

イ 福祉体験機材の貸出し・調整  

 

 １０  災害被災者援助事業  

  ① 災害ボランティアセンター運営支援者研修会への参加(再掲) 

  ② 災害ボランティアセンターシミュレーションの開催 

 

 １１  自立支援総合相談援助事業 

① トータルコーディネーター（総合相談員）の設置  

② 弁護士や司法書士等の派遣調整  

③ 生活支援員連絡会議開催への協力 

④ 生活支援員研修会への参加 

⑤ 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進  
 

 

６  高齢者福祉事業  

① 福祉活動機材やレクリエーション用具の貸出し  

② 車いすの貸出  

③ 関係機関、団体とのネットワークの推進 

ア  安佐南区高齢者虐待防止ネットワーク委員会への参加 

イ 安佐南区はいかい高齢者等ＳＯＳネットワークへの参加 

ウ 安佐南区ケアプラン作成機関連絡会への参加 

エ 安佐南区地域包括支援センター連絡会への参加  

オ 安佐南区内社会福祉法人等との連絡調整会議の開催 

 

７ 障害児・者福祉事業  

① 福祉車両「うさぎ号」による外出支援等 

② 障害児者の行き場づくり・仲間づくりへの協力  

ア 音楽交流会の開催協力 

イ キラキラ広場の開催協力 

  ③  関係機関、団体とのネットワークの推進 

  広島市自立支援協議会安佐南地域部会への参加 

 

 ８ 児童福祉事業 

① 子どもの育ちに関する支援事業の推進（地域の居場所事業） 

ア 子育てサークル・グループ活動の支援 

イ 子育て支援講座の開催 

 ○新  ウ 多世代型居場所づくり連絡会の開催（再掲）  

エ 子育てサークル相談会の開催                        月 1 回 

② ちびっこ広場事業の推進 

ア ちびっこ広場運営委員会連絡会の開催          年１回 

イ 遊具等の安全点検の実施        年２回（1 回は業者実施） 

ウ ちびっこ広場運営委員会への助成の交付        ５千円 

  ③  ひとり親家庭親子ふれあい行事への協力 

  ④  ひとり親家庭等学習支援事業への協力 

  ⑤  区常設子育て交流広場の運営への協力 

     

 ９ 区ボランティアセンター活動事業  

① 区ボランティアセンターの運営  

ア ボランティアコーディネーターの設置 

イ  ボランティア相談の受付・調整  

ウ ボランティア活動保険等の受付  

エ 区ボランティアセンターの機材整備 
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⑥ 生活支援員等の養成研修への協力 

⑦ 弁護士相談会の開催                                  月 1 回 

⑧ 緊急一時食品提供事業への協力  

⑨ くらしサポートセンターとの連携 

⑩ 成年後見事業への協力 

 

 １２  障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業   

① ガイドヘルパーの登録・派遣  

② 研修会、会議への参加 

 

 １３  貸付事業事務  

① 生活福祉資金の貸付 

 生活福祉資金調査委員会の開催（再掲）  

②  生活一時資金・ひとり親家庭等緊急資金の貸付  

 

Ⅱ その他の事業  

１ 広島市安佐南区共同募金委員会への協力  

２  社会福祉援助技術現場実習生の受入  

３  各種財団助成事業の情報提供  
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令和５年度   

広島市安佐北区社会福祉協議会  事業計画  

 

 

重点事業  

 

Ⅰ  福 祉 の ま ちづ く りを す す め る活 動 を推 進 し ま す（ 福 祉の ま ち づ く  

  りの総合的な推進）  

  地 区 社 協 が 実 施 主 体 と な る 新 ・ 福 祉 の ま ち づ く り 総 合 推 進 事 業  

 （「 近 隣 ミ ニ ネ ッ トワ ー ク づ くり 推 進事 業 」 「 ふれ あ い ・ い き い き

サ ロ ン 設置 推 進 事 業 」 「 地区 ボ ラ ン テ ィ ア バ ン ク 活 動 推 進 事 業」 ）

の ３ 事 業 を 軸 に 、 地 域 の 実 情 に 合 わ せ て 地 区 社 協 を 支 援 し ま す 。  

  ま た 、 地 区社 協 の常 駐 ス タ ッフ を 支援 す る 「 地区 社 協活 動 拠 点 活  

 性化 支 援 事 業」 や 、 広 島 市 地 域コ ミ ュニ テ ィ 活 性化 ビ ジ ョ ン に 基づ  

 く「 新 た な 協力 体 制 」 の 構 築 支援 な ど、 地 域 の 実情 や 地 域 団 体 の 活

動 状 況 ・進 度 に 応 じ な が ら 、 地 区 社 協 と 各 種団 体 と の 連 携 強 化に 取

り組みます。  

  介 護 予 防 ・日 常 生活 支 援 総 合事 業 、生 活 支 援 体制 整 備事 業 で は 、  

 生活 支 援 コ ーデ ィ ネ ー タ ー を 中心 に 、ウ イ ズ コ ロナ に 向け た サ ロン  

 活動 や 、 住 民主 体 型生 活 支 援 訪 問 サ ービ ス な ど の住 み 慣 れ た 地 域 で

の 支 え 合い の 活 動 が 、 よ り広 が る た め の 工 夫や ア イ デ ア を 提 供し な

がら取組を進めていきます。  

 

Ⅱ  多 様 な 市 民活 動 を応 援 し ま す（ ボ ラン テ ィ ア 活動 の 推進 と ネ ッ ト  

 ワークづくり）  

  長 ら く停 滞 し てし ま っ て い る ボ ラン テ ィ ア活 動 の 活性 化 に 向 け て、  

 ボラ ン テ ィ アグ ル ープ 及 び 個 人ボ ラ ンテ ィ ア の 活動 支 援を 継 続 して  

 行う と と も に、 創 意 工 夫 し な がら 、 活動 を 希 望 され る 方 へ の 場 の 提  

 供と開拓を行います。  

  ま た 、 過 去の 災 害に お け る 被災 者 支援 活 動 の 経験 を 継承 し 、 地 域  

 福祉 活 動 や 災害 ボ ラ ン テ ィ ア 活動 等 にお い て 、 様々 な 団 体 と 協 働 し  

 た取 組 を 進 める た め、 平 常 時 から の つな が り づ くり の 方法 を 検 討 し  

 ます。  

 

Ⅲ  一 人 ひ と りの 暮 らし を 受 け 止め 、 つな ぎ 、 支 えま す （相 談 援 助 機  

 能の強化）  

  相 談 者 に 寄り 添 い、 生 活 課 題の 解 決に 向 け て 、支 援 を必 要 と して  

 いる 人 が 地 域で 安 心 し て 暮 ら し続 け るこ と が で きる よ う 、 関 係 機 関  

 
 

⑥ 生活支援員等の養成研修への協力 

⑦ 弁護士相談会の開催                                  月 1 回 

⑧ 緊急一時食品提供事業への協力  

⑨ くらしサポートセンターとの連携 

⑩ 成年後見事業への協力 

 

 １２  障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業   

① ガイドヘルパーの登録・派遣  

② 研修会、会議への参加 

 

 １３  貸付事業事務  

① 生活福祉資金の貸付 

 生活福祉資金調査委員会の開催（再掲）  

②  生活一時資金・ひとり親家庭等緊急資金の貸付  

 

Ⅱ  その他の事業  

１ 広島市安佐南区共同募金委員会への協力  

２ 社会福祉援助技術現場実習生の受入  

３ 各種財団助成事業の情報提供  
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 と連 携 し て 生活 支 援 の た め の 体制 づ くり を す す めま す 。 ま た 、 判 断  

 能 力 が 不 十 分 な 人 へ の 支 援 事 業 で あ る 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業  

 「かけはし」について、関係機関等への積極的な周知を行います。  

  さ ら に 、 生活 困 窮者 等 へ の 支援 を 行う 「 広 島 市 安 佐 北区 く ら しサ  

 ポ ー ト セ ン タ ー 」 に つ い て は 、 市 区 社 協 の 事 業 連 携 及 び 行 政 や ハ

ロ ー ワ ーク 等 関 係 機 関 と の情 報 共 有 に 努 め なが ら 、 相 談 者 個 々に 応

じた支援を推進します。  

 

Ⅳ  組織・財政の充実強化  

  法 人 統 合 によ る 事務 局 運 営 の 効 率 化を さ ら に 推し 進 め 、 よ り 地域  

 支援力が増すような組織・財政基盤の構築に努めます。  

  区 社 協 の 「見 え る化 」 に 向 けて の 取 組 に つ い ては 、 引き 続 き 広報  

 紙、ホームペー ジ、ＳＮＳ（ Twitter、 Facebook、 Instagram等）な  

 ど の 各 種広 報 媒 体を 最 大 限 に 活 用 しな が ら 、情 報 発 信力 を 高 めま す。  
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個別事業  

 

Ⅰ  社会福祉事業  

 １  安佐北区事務所運営事業  

  ①  会議の開催  

   ア 正副会長会議の開催                 月１回  

イ  運営委員会の開催                                  年３回  

 ②  各種連絡調整のための会議への参加  

ア  安佐北区民生委員児童委員協議会評議員会       月１回  

 イ  行政関係分野別（高齢・障害・児童等）協議会等  

  ③  自主財源の醸成  

 ア  正会員会費及び賛助会費  

 イ  寄附金  

 ウ  各種財団助成金の活用  

 ④  研修活動への参加  

 ア  広島県社会福祉夏季大学（県社協主催）  

 イ  その他職員の参加研修・職場内研修の充実  

 

 ２  企画･広報事業  

 ①  「社協あさきた」の発行（新聞折込３７，９５０部）    年３回  

 ②  区社協・地区社協ホームページの内容充実（地区社協広報紙掲載）  

 ③  地区社協広報紙の供覧配布                 随  時  

 ④  ＳＮＳ（Twitter、Facebook、 Instagram）を活用した情報発信  

随  時  

 ３  大会事業  

 ①  第４０回安佐北区社会福祉大会の開催  

 ②  各種表彰に関する推薦等  

 

 ４  広島市安佐北区地域福祉センター指定管理運営  

指定管理期間：令和４年度～令和８年度（５年間）  

 

 ５  地域福祉推進事業  

   ①  地区社協活動・組織強化の支援  

 ア  地区社協関係者連絡会議の開催（全体会議）       年２回  

 イ  地区社協会長会議の開催                 年１回  

 ウ  地域福祉推進委員の活動強化  

     ㋐  地域福祉推進委員連絡会議の開催            年４回  

     ㋑  地域福祉推進委員の複数配置の推進  

   エ  地区社協巡回訪問  
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 オ  地域別課題解決に向けた学習会等の実施、取組の支援  

カ  地区社協への助成金の交付及び助成事業による地域活動支援  

 ㋐  運営費助成（市補助金）             ６万円×２８地区  

㋑  運営費助成（地域団体連携支援基金）   ４万円×２８地区  

 ㋒  事業費助成（共同募金配分金）         実績割×２８地区  

 ㋓  新・福祉のまちづくり総合推進事業助成金の交付  

                                     １５万円×２８地区  

 ａ  近隣ミニネットワークづくり推進事業  

 ｂ  ふれあい・いきいきサロン設置推進事業  

 ｃ  地区ボランティアバンク活動推進事業  

 ㋔  福祉のまちづくりプラン策定支援事業  

 ㋕  地区社協活動拠点整備事業  

 ａ  地区社協活動拠点整備事業助成（基準日：１０月１日）  

 ｂ  地区社協活動拠点づくり応援事業助成（新設・移転経費）  

 ｃ  地区社協活動拠点活性化支援事業助成（スタッフ経費等）  

     ㋖  地域団体連携支援基金「事業費助成」（１地区５０万円上限） 

 キ  ふれあい・いきいきサロン開設推進事業（区事業）  

 ㋐  ふれあい・いきいきサロンの設置初年度備品整備等助成   

                   ５万円×１５サロン  

 ㋑  地区別ふれあい・いきいきサロン連絡会への協力  

 ク  地区社協拠点整備事業（区事業）新設地区  １０万円×４地区  

 ケ  災害被災者援助活動助成事業（区事業）  

                                   助成金額  １０万円×３地区  

 コ  地区社協記念行事等活動助成（区事業）  

                                     助成金額  ３万円×５地区  

 サ  救急医療情報キット設置推進事業（区事業）  

                                     新規地区  ３万円×５地区  

 シ  ひろげ・ひろがる活動助成事業（区事業）  

                    助成金額  ５万円×５地区（１年次・２年次）  

 ス  地区社協広報紙発行助成事業（区事業）  

                                助成金額    ３万円×２８地区  

    セ 福祉のまちづくり推進のための連携会議開催助成（区事業）  

                            助成金額 １万５千円×２８地区  

②  広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事

業の推進  

     ア 生活支援コーディネーターの配置  

    イ 安佐北区域協議体の開催                  年４回  

   ウ  住民主体型生活支援訪問サービス事業補助及び地域高齢者交流  
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      サロン補助の実施支援  

    エ  高齢者地域支え合い事業との連携・支援  

 ③  車椅子の貸出及び地区社協車椅子ステーション設置への支援  

 ④  役職員研修事業  

    ア 福祉のまちづくり研修会                          年１回  

    イ 広報紙づくり研修会                            年１回  

 

 ６  高齢者福祉事業  

①  「認知症の人と家族の会」及び在宅介護者の会への協力  

②  男性介護者の集い（安佐北ケアメンの会）への協力  

  ③  集いの場サロン「ちょっと、ひとやすみ」の実施（安佐北ミミの  

    会共催）  

④  ひとり暮らし高齢者等緊急支援体制づくりの推進  

   「あんしん（緊急連絡）カード」・「救急医療情報キット」の設  

   置及び普及活動  

 

 ７  障害児・者福祉事業  

 ①  障害者小規模作業所や当事者団体への協力  

 ②  広島市自立支援協議会地域部会への参加  

 ③  安佐北区の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける  

 「協議の場」への参加  

 

 ８  児童福祉事業  

 ①  ちびっこ広場の運営  

 ア  ちびっこ広場運営助成金の交付       ５千円×２１広場  

 イ  ちびっこ広場遊具一斉安全点検の実施         年２回  

 ②  ひとり親家庭親子ふれあい行事の実施（母子会との共催）年３回  

 ③  子ども食堂実施団体等の支援・協力  

 ④  区常設子育て交流広場の運営への協力  

 

 ９  区ボランティアセンター活動事業  

 ①  ボランティアコ－ディネーターの設置  

    ア ボランティア活動の需給調整  

    イ ボランティアコーディネーター連絡会議・各種研修会への参加  

 ②  ボランティアグループ活動の育成、援助  

 ア  ボランティアグループ連絡会の開催               年３回  

    イ ボランティアステップアップ研修会の開催            年１回  

 ウ  ボランティアグループ連絡会交流会の開催            年１回  
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 エ  ボランティアグループの研修活動への助成金交付（区事業）  

 オ  安佐北ボランティアフェスタ（第１８回）の開催  

  （主催：実行委員会）  

 カ  各種財団助成金の情報提供                   随  時  

 ③  広報紙の発行  

 ア  ボランティアセンター通信（「社協あさきた」合併号）の発行  

       新聞折込  ３７，９５０部                            年３回  

 イ  ボランティアだより「ボランティアネットワークあさきた」の  

        発行１，５００部                                   年３回  

 ④  ボランティアの育成  

 ア  各種ボランティア講座の開催  

 イ  地区ボランティアバンクとの連携  

 ⑤  ボランティア活動への支援  

    ア 活動拠点・活動機材等の提供・貸出  

    イ ボランティア活動保険、行事用等保険の受付  

 ⑥  福祉教育推進事業  

 ア  やさしさ発見プログラム事業の推進（学校、地域、団体、企業  

   等）  

 イ  青少年福祉活動体験事業(ヤングボランティアスクール)の実施  

 ウ  会議及び研修会への参加  

 

 １０  災害被災者援助事業  

   災害ボランティアセンターの活動体制づくり  

①  災害発生時の災害ボランティアセンターの運営及び被災地域支援  

  ②  災害ボランティア活動の環境整備における区役所との連携・協議  

  ③  災害ボランティアハンドブック及びパネルの活用  

  ④  区防災訓練等への参加  

  ⑤  災害ボランティアセンター運営者研修（全社協主催）等への参加  

  ⑥  災害時に連携が必要な関係機関、団体との情報共有  

  ⑦  地区災害ボランティアセンター運営マニュアルの作成検討  

 

 １１  自立支援総合相談援助事業  

 ①  自立支援総合相談援助事業の実施  

 ア  総合相談員の配置  

 イ  ケース検討会議                      随  時  

 ウ  弁護士等専門相談員の派遣調整               随  時  

 エ  弁護士無料相談会の実施                         年２回  

 ②  福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進  
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 ア  専門員活動の支援  

 イ  生活支援員の発掘及び活動の支援  

 ウ  安佐北区生活支援員連絡会議の開催             年１回  

   ③  生活困窮者自立支援  

   ア 「広島市安佐北区くらしサポートセンター」の支援  

    イ 経済的困窮世帯への緊急一時食品提供事業の実施  

    ウ 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加  

 

 １２  障害者 (児 )社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業  

  ①  ガイドヘルパーの登録・派遣  

  ②  研修会・会議への参加  

 

１３  貸付事業事務  

①  生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金の貸付事務  

②  生活福祉資金の相談受付・貸付償還事務（県社協委託事業）  

ア  生活福祉資金貸付調査委員会                随  時  

イ  区民生委員児童委員協議会生活福祉資金部会との連携  

 

Ⅱ  その他の事業  

 １  広島市安佐北区共同募金委員会への協力  

広島市安佐北区共同募金委員会連絡会議             年１回  

 ２  社会福祉援助技術現場実習生の受入  

 ３  各種財団助成事業の情報提供  
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令和５年度  

広島市安芸区社会福祉協議会 事業計画 

 

 

重点事業 

 

Ⅰ 福祉のまちづくりを進める活動を推進します 

 １ 小地域福祉活動の活性化 

  ① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進 

    地区社協が取り組んでいる「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の３事業 

   「近隣ミニネットワークづくり推進事業」「ふれあい・いきいきサロン設置推進 

   事業」「地区ボランティアバンク活動推進事業」の推進に継続して取り組みます。 

  ② 地区社協活動拠点づくりの推進 

    地区社協の拠点は、地域住民の話し合いの場、通いの場、情報共有の場とし 

   て重要な場であり、そこに常駐するスタッフの確保等その継続した運営の推進 

   に努めます。 

  ③ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進 

    わがまちの課題を発見し、その解決策を住民自らが話し合い、自分たちの住 

   むまちをどんなまちにしたいのか、将来のまちのあり方、姿を考えるための地 

   区社協による福祉のまちづくりプランの策定を支援します。 

  ④ 地域福祉活動の担い手の育成・拡大 

    各種ボランティア講座や住民福祉講座の開催等を通じて、地域福祉活動やボ 

   ランティア活動を推進する担い手の育成・拡大に努めます。 

  ⑤ 地域共生社会に向けた地域づくりへの支援 

    「介護予防・日常生活支援総合事業」における「住民主体型生活支援訪問サ 

   ービス」の拡充を図るとともに、「地域高齢者交流サロン」及び「地域介護予防 

   拠点」の整備促進を図ります。 

    併せて、生活支援コーディネーターを中心に地区(学区･町)社協や各種多様な 

   団体･機関が連携して取り組む地域福祉活動への支援に努めます。 

 ２ 福祉教育の推進 

   子どもから大人まで、住民の福祉への関心と理解を高めるため、地域団体、福 

  祉施設、当事者団体等の協力を得て、福祉学習・体験の場づくりを推進します。 

 

Ⅱ 多様な市民活動を応援します 

 １ ボランティア活動の推進 

   多様な福祉ニーズに沿ったボランティアの育成を進めるとともに、ボランティ 

  アがいきいきと活動できる場を広げます。また、壮年層のボランティア意識の醸 

  成や学生の福祉への参画を推進します。 
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 ２ 福祉情報の発信 

   安芸区社協広報紙「あきくみんなの福祉」を通じて、地域での様々な取り組み 

  を紹介するとともに、ボランティア講座や福祉イベントなど福祉に関する情報を 

  広く発信します。 

 ３ 災害ボランティア活動の体制整備 

   平成３０年７月に災害ボランティアセンターを開設・運営した経験を踏まえ、 

  災害が発生した場合には、センターを速やかに立ち上げ、被災地へのボランティ 

  アの送り出しを円滑にできるように区役所関係課との情報共有の場を定期的に設 

  けるなど、その体制整備に努めます。 

 

Ⅲ 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます 

  身近で包括的な相談支援体制づくり 

  心配ごと、訪問、貸付、ボランティア等の様々な相談を通じて、関係機関との連 

 携を図りながら、生活課題を把握し、課題解決に向けた支援を行います。 

 １ 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進 

   判断能力が不十分な人の日常生活を支えるために、福祉サービスの利用や日常 

  的な金銭管理のサポートをすることによって、地域で暮らせるしくみづくりを進 

  めていきます。 

   また、その利用者の判断能力がさらに低下し後見を受ける立場となっても、市 

  社協で実施している成年後見事業「こうけん」とも連携し、その人の地域での自 

  立した生活を支援します。 

 ２ 広島市くらしサポートセンターとの連携 

   相談支援員と連携し生活困窮世帯の支援に努めるとともに、生活困窮を社会的 

  課題として住民への理解を図ります。 

 

Ⅳ 組織・財政の充実強化を図ります 

 １ 組織・財政の強化 

  ① 赤い羽根共同募金の推進 

    地区社協活動の財源である共同募金の意義や必要性について、住民への理解 

   を図り、広く募金を呼びかけます。 

  ② 賛助会員加入の拡大 

    区社協の事業への理解を図り、区社協の自主財源である賛助会員への個人、 

   団体への加入拡大に努めます。 

 ２ 職員の育成 

   職員による社協業務への理解を深めるため、研修会などに積極的に参加させる 

  など、資質向上に努めます。 

令和５年度  

広島市安芸区社会福祉協議会 事業計画 

 

 

重点事業 

 

Ⅰ 福祉のまちづくりを進める活動を推進します 

 １ 小地域福祉活動の活性化 

  ① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進 

    地区社協が取り組んでいる「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の３事業 

   「近隣ミニネットワークづくり推進事業」「ふれあい・いきいきサロン設置推進 

   事業」「地区ボランティアバンク活動推進事業」の推進に継続して取り組みます。 

  ② 地区社協活動拠点づくりの推進 

    地区社協の拠点は、地域住民の話し合いの場、通いの場、情報共有の場とし 

   て重要な場であり、そこに常駐するスタッフの確保等その継続した運営の推進 

   に努めます。 

  ③ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進 

    わがまちの課題を発見し、その解決策を住民自らが話し合い、自分たちの住 

   むまちをどんなまちにしたいのか、将来のまちのあり方、姿を考えるための地 

   区社協による福祉のまちづくりプランの策定を支援します。 

  ④ 地域福祉活動の担い手の育成・拡大 

    各種ボランティア講座や住民福祉講座の開催等を通じて、地域福祉活動やボ 

   ランティア活動を推進する担い手の育成・拡大に努めます。 

  ⑤ 地域共生社会に向けた地域づくりへの支援 

    「介護予防・日常生活支援総合事業」における「住民主体型生活支援訪問サ 

   ービス」の拡充を図るとともに、「地域高齢者交流サロン」及び「地域介護予防 

   拠点」の整備促進を図ります。 

    併せて、生活支援コーディネーターを中心に地区(学区･町)社協や各種多様な 

   団体･機関が連携して取り組む地域福祉活動への支援に努めます。 

 ２ 福祉教育の推進 

   子どもから大人まで、住民の福祉への関心と理解を高めるため、地域団体、福 

  祉施設、当事者団体等の協力を得て、福祉学習・体験の場づくりを推進します。 

 

Ⅱ 多様な市民活動を応援します 

 １ ボランティア活動の推進 

   多様な福祉ニーズに沿ったボランティアの育成を進めるとともに、ボランティ 

  アがいきいきと活動できる場を広げます。また、壮年層のボランティア意識の醸 

  成や学生の福祉への参画を推進します。 
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個別事業 

 

Ⅰ 社会福祉事業 

 １ 安芸区事務所運営事業 

  ① 区運営委員会等の開催 

   ア 正副会長会議                       年３回 

   イ 区運営委員会                       年３回 

  ② 役職員の会議・研修会等への参加 

  ③ 組織・財政の強化 

   ア 賛助会費の推進 

   イ 寄附金募集の広報 

  ④ その他 

    表彰事務 

    

 ２ 企画・広報事業 

   安芸区社協広報紙「あきくみんなの福祉」の発行         年２回 

 

 ３ 広島市安芸区地域福祉センター指定管理運営 

   広島市安芸区地域福祉センターの指定管理（令和４年度～令和８年度） 

 

 ４ 地域福祉推進事業 

  ① 地区社協育成事業 

   ア 助成金の交付 

    ㋐ 地区社協助成金（市補助金、共同募金） 

    ㋑ 新・福祉のまちづくり総合推進事業助成金（共同募金） 

    ㋒ 地区社協活動拠点整備事業助成金（市社協） 

    ㋓ 地区社協活動拠点活性化支援事業助成金（市社協） 

    ㋔ 地域団体連携支援基金事業助成金（市社協） 

    ㋕ 地区社協活動活性化支援助成金（区社協） 

   イ 会議の開催 

    ㋐ 地区社協会長・地域福祉推進委員・事務局長等合同会議の開催 

                                  年１回 

    ㋑ 地域福祉推進委員連絡会の開催              年２回 

   ウ 研修会の開催等 

    ㋐ 地区社協役員等研修会の開催               年１回 

    ㋑ ふれあい・いきいきサロン協力者研修会の開催       年２回 

    ㋒ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会への参加（市社協主催） 

                                  年１回 
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    ㋓ 地区社協役員等実践講座への参加（市社協主催）      年１回 

    ㋔ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会への参加（市社協 

     主催）                          年１回 

    ㋕ 地区社協活動拠点活性化事業における常駐スタッフ向け研修会への参加 

                                  年１回 

   エ 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進 

    ㋐ 近隣ミニネットワ－クづくり推進事業 

    ㋑ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 

    ㋒ 地区ボランティアバンク活動推進事業 

   オ 福祉のまちづくりプランの策定支援             随 時 

   カ 地区社協への巡回訪問                   年１回 

  ② 広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

   ア 生活支援体制整備事業 

    ㋐ 区域協議体の開催 

    ㋑ 生活支援サポーター養成講座の開催 

    ㋒ 地域課題の把握や地域アセスメント、社会資源の創出 

   イ 介護予防・日常生活支援総合事業 

    ㋐ 住民主体型生活支援訪問サービス実施団体等への支援 

    ㋑ 地域高齢者交流サロン実施団体及び介護予防拠点整備促進事業実施団体

等への支援 

  ③ その他 

   ア 広島市が推進する「地域コミュニティ活性化ビジョン」への協力 

   イ オンラインを活用した地域福祉活動の支援 

   ウ フードバンク「ゆるティ」の活用 

   エ 関係会議への参加 

    ㋐ 安芸区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 

    ㋑ 安芸区はいかい高齢者等ＳＯＳネットワーク運営委員会 

    ㋒ 地域包括支援センター運営協議会・地域ケア会議 

    ㋓ 安芸区地域保健対策協議会地域リハビリ専門委員会 

    ㋔ 広島市障害者自立支援協議会安芸区地域部会 

    ㋕ 安芸区子育て常設オープンスペース運営協議会 

 

 ５ 高齢者福祉事業 

  ① 在宅介護者の集い等の開催                  年２回 

  ② 安芸区介護者情報の発行                   年２回 

  ③ 車いすの貸出                        随 時 

  ④ レクリエーション用具の貸出                 随 時 

 

個別事業 

 

Ⅰ 社会福祉事業 

 １ 安芸区事務所運営事業 

  ① 区運営委員会等の開催 

   ア 正副会長会議                       年３回 

   イ 区運営委員会                       年３回 

  ② 役職員の会議・研修会等への参加 

  ③ 組織・財政の強化 

   ア 賛助会費の推進 

   イ 寄附金募集の広報 

  ④ その他 

    表彰事務 

    

 ２ 企画・広報事業 

   安芸区社協広報紙「あきくみんなの福祉」の発行         年２回 

 

 ３ 広島市安芸区地域福祉センター指定管理運営 

   広島市安芸区地域福祉センターの指定管理（令和４年度～令和８年度） 

 

 ４ 地域福祉推進事業 

  ① 地区社協育成事業 

   ア 助成金の交付 

    ㋐ 地区社協助成金（市補助金、共同募金） 

    ㋑ 新・福祉のまちづくり総合推進事業助成金（共同募金） 

    ㋒ 地区社協活動拠点整備事業助成金（市社協） 

    ㋓ 地区社協活動拠点活性化支援事業助成金（市社協） 

    ㋔ 地域団体連携支援基金事業助成金（市社協） 

    ㋕ 地区社協活動活性化支援助成金（区社協） 

   イ 会議の開催 

    ㋐ 地区社協会長・地域福祉推進委員・事務局長等合同会議の開催 

                                  年１回 

    ㋑ 地域福祉推進委員連絡会の開催              年２回 

   ウ 研修会の開催等 

    ㋐ 地区社協役員等研修会の開催               年１回 

    ㋑ ふれあい・いきいきサロン協力者研修会の開催       年２回 

    ㋒ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会への参加（市社協主催） 

                                  年１回 
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 ６ 障害児・者福祉事業 

  ① 障害児者の交流活動の支援 

   ア 安芸区ふれあい運動会の開催支援 

   イ フレンドのつどいの開催支援 

  ② 精神障害者の集い「ゆめ広場」の開催 

   ア ゆめ広場の開催                毎月第３木曜日午前 

   イ スタッフ会議の開催                    年４回 

 

 ７ 児童福祉事業 

  ① ちびっこ広場の設置（中野４か所） 

   ア 運営委員会への助成金の交付          １か所あたり５千円 

   イ 運営委員会連絡会議の開催                 年１回 

   ウ 遊具一斉安全点検及び修繕等                年２回 

  ② ひとり親家庭の集い（あじさいサンデー）の共催        年１回 

    ※令和４年度までは、夏は区民児協が、冬は区社協がそれぞれ中心となり区

母子会と共催により開催していたが、令和５年度からは区社協・区民児

協・区母子会の３者共催により夏に１回実施する。 

 

 ８ 区ボランティアセンター活動事業 

  ① ボランティアセンター活動事業の推進 

   ア ボランティアコーディネーター活動の推進 

    ㋐ ボランティア活動希望者・支援希望者の相談受付・調整 

    ㋑ ボランティア（個人・グループ）の活動支援 

    ㋒ ボランティアコーディネーター連絡会議、各種研修会への参加 

   イ 安芸区ボランティアきっかけ講座の開催 

   ウ ボランティア養成講座の開催 

   エ ボランティア研修会の開催 

   オ 安芸区ボランティアまつりの開催（区民まつりと同時開催） 

   カ 広報活動 

     「あきくボランティアだより」の発行            年４回 

   キ ボランティアセンター機能の整備 

    ㋐ 福祉情報の収集と提供 

    ㋑ ボランティア活動機材整備及び貸出 

   ク ボランティアグループ活動への支援 

    ㋐ ボランティアグループ連絡会の開催支援          年８回 

    ㋑ ボランティア交流会の開催支援              年１回 

    ㋒ 視覚障害者支援ボランティアグループと当事者との交流会開催支援  

                                  年１回 
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    ㋓ ボランティアグループの活動支援             随 時 

   ケ ボランティア保険の取り扱い 

    ㋐ ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険の取り扱い 

    ㋑ 福祉サ－ビス総合補償、送迎サービス補償保険の取り扱い 

   コ 関係会議等への参加 

  ② 福祉教育推進事業 

   ア ヤングボランティアスクールの実施 

   イ やさしさ発見プログラム事業の実施 

     小学校・中学校・地区社協・企業等への福祉学習の機会の提供 

   ウ 福祉活動機材の貸出 

   エ 関係会議等への参加 

 

 ９ 災害被災者援助事業 

   災害ボランティア活動体制整備 

   区役所関係課との情報共有会議の開催               年１回 

 

 １０ 自立支援総合相談援助事業 

  ① 福祉サービス利用援助事業「かけはし」(日常生活自立支援事業）の推進 

  ② 在宅訪問相談援助事業 

  ③ 心配ごと相談事業 

    弁護士無料法律相談                      年２回 

  ④ 緊急一時食品提供事業 

 

 １１ 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業 

  ① 利用申込みの受付と利用者・ガイドヘルパー登録者との調整 

  ② ガイドヘルパーの登録事務、謝礼・交通費の支払い 

  ③ 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー研修会及び会議等への協力 

 

 １２ 貸付事業事務 

  ① 生活一時・ひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業 

   ア 生活一時資金 

   イ ひとり親家庭等緊急援護資金 

  ② 生活福祉資金貸付事業 

   ア 総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費） 

   イ 福祉資金（福祉費・緊急小口資金） 

   ウ 教育支援資金（教育支援費・就学支度費） 

   エ 不動産担保型生活資金（低所得者向け不動産担保型生活資金） 

   オ 生活福祉資金借受世帯への償還指導              随 時 

 ６ 障害児・者福祉事業 

  ① 障害児者の交流活動の支援 

   ア 安芸区ふれあい運動会の開催支援 

   イ フレンドのつどいの開催支援 

  ② 精神障害者の集い「ゆめ広場」の開催 

   ア ゆめ広場の開催                毎月第３木曜日午前 

   イ スタッフ会議の開催                    年４回 

 

 ７ 児童福祉事業 

  ① ちびっこ広場の設置（中野４か所） 

   ア 運営委員会への助成金の交付          １か所あたり５千円 

   イ 運営委員会連絡会議の開催                 年１回 

   ウ 遊具一斉安全点検及び修繕等                年２回 

  ② ひとり親家庭の集い（あじさいサンデー）の共催        年１回 

    ※令和４年度までは、夏は区民児協が、冬は区社協がそれぞれ中心となり区

母子会と共催により開催していたが、令和５年度からは区社協・区民児

協・区母子会の３者共催により夏に１回実施する。 

 

 ８ 区ボランティアセンター活動事業 

  ① ボランティアセンター活動事業の推進 

   ア ボランティアコーディネーター活動の推進 

    ㋐ ボランティア活動希望者・支援希望者の相談受付・調整 

    ㋑ ボランティア（個人・グループ）の活動支援 

    ㋒ ボランティアコーディネーター連絡会議、各種研修会への参加 

   イ 安芸区ボランティアきっかけ講座の開催 

   ウ ボランティア養成講座の開催 

   エ ボランティア研修会の開催 

   オ 安芸区ボランティアまつりの開催（区民まつりと同時開催） 

   カ 広報活動 

     「あきくボランティアだより」の発行            年４回 

   キ ボランティアセンター機能の整備 

    ㋐ 福祉情報の収集と提供 

    ㋑ ボランティア活動機材整備及び貸出 

   ク ボランティアグループ活動への支援 

    ㋐ ボランティアグループ連絡会の開催支援          年８回 

    ㋑ ボランティア交流会の開催支援              年１回 

    ㋒ 視覚障害者支援ボランティアグループと当事者との交流会開催支援  

                                  年１回 
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    カ 生活福祉資金貸付事業担当者研修会等への参加 

 

Ⅱ 公益事業 

  施設管理事業 

 １ 広島市福祉センタ－の指定管理運営 

   広島市阿戸福祉センタ－の指定管理（令和４年度～令和８年度） 

 ２ 広島市老人いこいの家の指定管理運営 

  ア 広島市矢野老人いこいの家清風荘の指定管理（令和４年度～令和８年度） 

  イ 広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘の指定管理（令和４年度～令和８年度） 

 

Ⅲ その他の事業 

 １ 広島市安芸区共同募金委員会への協力 

 ２ 社会福祉援助技術現場実習生の受入 

 ３ 各種財団助成事業の情報提供 
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令和５年度  

広島市佐伯区社会福祉協議会 事業計画 

 

 

重点事業 

 

Ⅰ 福祉のまちづくりを進める活動を推進します 

  地区社協が実施主体として推進している「新・福祉のまちづくり総合推進事業」 

 の「近隣ミニネットワークづくり推進事業」、「ふれあい・いきいきサロン設置推進 

 事業」、「地区ボランティアバンク活動推進事業」の推進に継続して支援します。 

  「福祉のまちづくりプラン」の策定支援、「地区社協活動拠点の整備・活用促進」 

 等、地区社協の活動体制の強化を進めていきます。 

  「近隣ミニネットワークづくり推進事業」では、「高齢者地域支え合い事業」や 

 「避難行動要支援者避難支援事業」と連携した見守り活動の推進を支援します。 

  「介護予防・日常生活支援総合事業」では、生活支援コーディネーターを中心に、 

 サロン活動や住民主体型生活支援訪問サービスなどの住み慣れた地域での支え合い 

 の活動がより広がるよう取組を進めていきます。 

   

Ⅱ 多様な市民活動を応援します 

  区ボランティアセンターが、区民のボランティア活動の推進拠点となるようボラ 

 ンティアグループ・地区社協の地区ボランティアバンク等と連携して、ボランティ 

 ア相談の受付、活動調整、各種ボランティア講座の開催などに取り組み、区民のボ 

 ランティア活動への参加を促進します。 

  また、過去の災害における被災者支援活動の経験を通じ、災害ボランティア活動

において、様々な団体と協働していくため、平常時からのつながりづくりを検討し

ます。 

 

Ⅳ 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます 

  「総合相談員」を中心に総合的な相談支援の機能強化を図り、当事者に寄り添い、 

 生活のしづらさを共有しつつ、課題の解決に向けて個別に支援します。 

  また、福祉サービス利用援助事業「かけはし」及び成年後見事業「こうけん」の 

 推進を図り、認知症高齢者や知的障害者・精神障害者等が地域で安心して生活でき 

 るよう相談支援を行います。 

  また、生活困窮者の相談窓口である「くらしサポートセンター」と連携し、生活 

 困窮者の自立に向けた相談支援を行います。 

 

Ⅴ 組織・財政の充実強化を図ります 

  区社協独自の取組を推進していくため、賛助会費や寄附金の確保に努めます。 

    カ 生活福祉資金貸付事業担当者研修会等への参加 

 

Ⅱ 公益事業 

  施設管理事業 

 １ 広島市福祉センタ－の指定管理運営 

   広島市阿戸福祉センタ－の指定管理（令和４年度～令和８年度） 

 ２ 広島市老人いこいの家の指定管理運営 

  ア 広島市矢野老人いこいの家清風荘の指定管理（令和４年度～令和８年度） 

  イ 広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘の指定管理（令和４年度～令和８年度） 

 

Ⅲ その他の事業 

 １ 広島市安芸区共同募金委員会への協力 

 ２ 社会福祉援助技術現場実習生の受入 

 ３ 各種財団助成事業の情報提供 

 

− 68 − − 69 −



 
 

  広島市社協との法人統合による事務の効率化をさらに推進し、地域支援の充実を

図る体制づくりに努めます。 

  区社協事業の「見える化」に向けての取組について、広報紙「ささえあい」、ホー

ムページ、ＳＮＳなどの広報媒体や佐伯区ボランティアセンターマスコットキャラ

クター（サエキーズ）を活用し、情報発信力を高めます。 
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個別事業 

 

Ⅰ 社会福祉事業 

１ 佐伯区事務所運営事業 

 ① 会議の開催 

  ア 区運営委員会                       年３回 

  イ 正副会長会議                      年１２回 

② 各種連絡調整のための会議への参加 

 ア 佐伯区民生委員児童委員協議会評議員会          年１２回 

 イ 地域行政連絡調整会議                  年１２回 

③ 役職員の会議・研修会等への参加 

④ 自主財源の確保 

正会員会費・賛助会費・寄附金の普及促進 

     

２ 企画・広報事業 

① さえき社協だより「ささえあい」の発行 （４１，２００部）    年３回 

    ② 区社協ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信         随 時 

○新  ③ 佐伯区ボランティアセンターマスコットキャラクター（サエキーズ）の活用 

 による広報活動 

④ 地域福祉活動第８次計画の策定 

 

３ 大会事業 

  ① 各種表彰事務 

② 広島市社会福祉大会への参加 

                         

４ 広島市佐伯区 地域福祉センター指定管理運営 

  指定管理期間：令和４年度～令和８年度（５年間） 

    

５ 地域福祉推進事業 

① 地区社協育成事業 

ア 小地域福祉活動の活性化 

  地区社協育成事業  

  地域福祉活動を担う地区社協の活動を支援するため、地区社協への助成や 

研修・情報提供などを行います。 

        ㋐ 市社協助成金の交付 

地区社協助成金（市社協） 

     ａ 運営費助成―広島市補助金分                     １地区６万円 

          ｂ 事業費助成―共同募金                                  実績割 

 
 

  広島市社協との法人統合による事務の効率化をさらに推進し、地域支援の充実を

図る体制づくりに努めます。 

  区社協事業の「見える化」に向けての取組について、広報紙「ささえあい」、ホー

ムページ、ＳＮＳなどの広報媒体や佐伯区ボランティアセンターマスコットキャラ

クター（サエキーズ）を活用し、情報発信力を高めます。 
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     ㋑ 新・福祉のまちづくり総合推進事業の拡充 

            事業費助成―共同募金                            １地区１５万円 

          ａ 近隣ミニネットワークづくり推進事業 

     ｂ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 

     ｃ 地区ボランティアバンク活動推進事業 

        ㋒  地区社協活動拠点づくりの推進 

ａ 地区社協活動拠点整備事業     １万５千円・３万円・５万円 

          ｂ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業  新設拠点１００万円上限 

       ｃ 地区社協活動拠点活性化支援事業         ４８万円上限 

        ㋓ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業助成金 

          ａ 第１次プラン：１地区社協あたり年間４万円（２か年で８万円） 

      ｂ 第２次以降プラン：１地区社協あたり年間４万円（２か年で８万円） 

  ㋔ 地区社協と町内会・自治会等との連携支援事業 

   ａ 地区社協運営費助成の上乗せ           １地区４万円 

ｂ 事業費助成金（地域団体連携支援基金）   １地区５０万円上限                                            

        ㋕ 区社協助成金の交付（佐伯区社協独自助成） 

     ａ 活動助成金  町内会加入世帯数×８０円（会費還元分）＋１２万円 

 ｂ ふれあい・いきいきサロン開設助成金                   １万円 

          ｃ 福祉のまちづくりプラン作成助成金         １地区１０万円限度 

          ｄ  地区社協活動支援助成金 

   ⓐ 拠点開設時の改修・備品等整備                 ５０万円限度 

             ⓑ 情報・通信機器の整備                          ３０万円限度 

            ⓒ 情報・通信機器等の更新                    １２万円限度 

    ㋖ ふれあい配食訪問助成 

     ａ 前年度年間実食配食数×３０円 

          ｂ 調理者、訪問者等懇談研修会費                         ２万円  

          ｃ 弁当容器、バッグ、献立表等は現物支給 

   イ 地区社協の担い手の育成・拡大（担い手づくり） 

    ㋐ 地域福祉推進委員複数配置の推進 

      令和５年度は、１０地区の予定。 

    ㋑ 会議・研修会等の開催（市社協） 

     ａ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会 

     ｂ 地区社協役員等実践講座 

     ｃ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会 

     ｄ 地区社協活動拠点活性化支援事業研修会 

    ㋒ 会議・研修会等の開催（区社協） 

     ａ 地区社協会長会議の開催                 年３回 

     ｂ 地域福祉推進委員会議の開催                年５回 
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          ｃ 地区社協役員研修会の開催               年１回 

          ｄ 地区社協訪問の実施                    随 時 

          ｅ  地域ボランティア講座の開催（出前講座） 

    ウ 地域における新たな協力体制の設立・運営支援（市社協） 

     地区社協や連合町内会等の地域団体とＮＰＯ等が連携する新たな協力体制 

    の設立時に行う拠点への備品整備等（会議開催経費、拠点改修経費など）を 

    支援する。 

    原資は、市からの出捐により、地域団体連携支援基金内に創設予定。 

    ※ 広島市域で１地区 ５０万円×３２地区。 

    ○新  新たな協力体制新設補助金（上乗せ分）の交付（市社協） 

     新たな協力体制に対して組織運営経費（人件費及び活動拠点維持管理・運

営費）及び事業費を交付する。 

   エ 地区社協のインターネットを活用した取組みの支援 

     地区社協のインターネットを活用した取組みをズームアカウントや必要機

材の貸出等を通じ支援します。 

  ② 広島市生活支援体制整備事業業及び介護予防・日常生活支援総合事業の推進 
   ア 生活支援体制整備事業業の推進 

    ㋐ 生活支援コーディネーターの設置  

    ㋑ 区域協議体の設置・運営 

    ㋒ 高齢者地域支え合い事業との連携・支援 

   イ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

    ㋐ 住民主体型生活支援訪問サービス実施団体公募事務・支援 

    ㋑ 地域高齢者交流サロン実施団体及び介護予防拠点整備促進事業実施団体

の公募事務・支援 

       

 ６ 高齢者福祉事業 

  ①  いじめ・虐待１１０番活動の展開 

    区民児協と協働して、区内の関係機関・関係者を「いじめ・虐待１１０番協 

   力員」として委嘱し、高齢者・障害者・児童等への虐待防止の活動を行う。 

    いじめ・虐待１１０番協力員を対象とした研修会の開催、相談窓口の紹介、 

   ポスター・ステッカーの掲示による地域での啓発活動に取り組み、虐待のない 

   地域づくりを目指します。 

  ② ふれあい配食訪問事業「まごころ弁当」に取り組む地区社協への支援 

                                  随 時 

   ア ひとり暮らし高齢者等の安否確認や見守りのための訪問活動「まごころ弁 

    当」を支援します。 

 

 

 
 

     ㋑ 新・福祉のまちづくり総合推進事業の拡充 

            事業費助成―共同募金                            １地区１５万円 

          ａ 近隣ミニネットワークづくり推進事業 

     ｂ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 

     ｃ 地区ボランティアバンク活動推進事業 

        ㋒  地区社協活動拠点づくりの推進 

ａ 地区社協活動拠点整備事業     １万５千円・３万円・５万円 

          ｂ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業  新設拠点１００万円上限 

       ｃ 地区社協活動拠点活性化支援事業         ４８万円上限 

        ㋓ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業助成金 

          ａ 第１次プラン：１地区社協あたり年間４万円（２か年で８万円） 

      ｂ 第２次以降プラン：１地区社協あたり年間４万円（２か年で８万円） 

  ㋔ 地区社協と町内会・自治会等との連携支援事業 

   ａ 地区社協運営費助成の上乗せ           １地区４万円 

ｂ 事業費助成金（地域団体連携支援基金）   １地区５０万円上限                                            

        ㋕ 区社協助成金の交付（佐伯区社協独自助成） 

     ａ 活動助成金  町内会加入世帯数×８０円（会費還元分）＋１２万円 

 ｂ ふれあい・いきいきサロン開設助成金                   １万円 

          ｃ 福祉のまちづくりプラン作成助成金         １地区１０万円限度 

          ｄ  地区社協活動支援助成金 

   ⓐ 拠点開設時の改修・備品等整備                 ５０万円限度 

             ⓑ 情報・通信機器の整備                          ３０万円限度 

            ⓒ 情報・通信機器等の更新                    １２万円限度 

    ㋖ ふれあい配食訪問助成 

     ａ 前年度年間実食配食数×３０円 

          ｂ 調理者、訪問者等懇談研修会費                         ２万円  

          ｃ 弁当容器、バッグ、献立表等は現物支給 

   イ 地区社協の担い手の育成・拡大（担い手づくり） 

    ㋐ 地域福祉推進委員複数配置の推進 

      令和５年度は、１０地区の予定。 

    ㋑ 会議・研修会等の開催（市社協） 

     ａ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会 

     ｂ 地区社協役員等実践講座 

     ｃ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会 

     ｄ 地区社協活動拠点活性化支援事業研修会 

    ㋒ 会議・研修会等の開催（区社協） 

     ａ 地区社協会長会議の開催                 年３回 

     ｂ 地域福祉推進委員会議の開催                年５回 
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実施回数 地区数 実施地区社協名 

月４回 ２地区 石内・五日市観音西・佐伯区観音 

月２回 ９地区 
河内・五月が丘・美鈴が丘・八幡東・八幡・ 

五日市中央・五日市・五日市南・楽々園 

月１回 １地区 湯来 

   イ 配食訪問活動連絡会の開催                  年１回 

  ③  「在宅介護者リフレッシュ事業」の実施             年１回 

  ④  「認知症の人と家族の会」活動の支援（定例会 参加）      月１回 

  ⑤  車いすの短期無料貸出                     随 時 

  ⑥  認知症高齢者支援体制づくり部会への参加            随 時 

  ⑦ 佐伯区地域ケア会議への参加                  年２回 

⑧  佐伯区地域包括支援センター会議（連絡会）への参加       随 時 

⑨  各地域包括支援センター会議への参加               随 時 

 

 ７ 障害児・者福祉事業 

  ① 「在宅障害者青年教室」の開催支援               年３回 

  ② 「知的障害児季節行事」の開催                 年１回 

  ③ 佐伯区身体障害者福祉協会主催「ふれあい運動会」への協力    年１回 

  ④ 車いすの短期無料貸出【再掲】                   随 時 

  ⑤  広島市障害者自立支援協議会佐伯区地域部会への参加       随 時 

  ⑥  いじめ・虐待１１０番活動を通じた虐待防止の啓発・相談活動の展開【再掲】 

 

 ８ 児童福祉事業 

  ① 常設親子交流の場「おやこっこさえき」運営協議会への参加    年２回 

  ② 佐伯区母子寡婦福祉会活動への協力 

③  いじめ・虐待１１０番活動を通じた虐待防止の啓発・相談活動の展開【再掲】 

 

 ９ 区ボランティアセンター活動事業 

  ① ボランティア活動の推進 

   ア ボランティアコーディネーターの設置 

   イ ボランティア活動の需給調整 

      ウ ボランティアグループ活動への支援 

    ㋐ 各種ボランティア講座の開催 

    ㋑ 地域活動お役立ちワークショップ 

    ㋒ 上記講座を活用し地域活動の担い手育成と地区ボランティアバンク活動 

      の推進 

   エ  広報・啓発活動 

        ㋐  「ボランティアセンターだより」の発行           年３回 
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       ㋑  「ボランティア伝言板」の発行（関係者配布）        年４回 

    ㋒  「やるき・げんき・さえき祭り」の開催         ９月２４日 

        ㋓  インターネットを活用した情報発信             随 時 

   オ  ボランティアグループへの支援 

     ボランティアグループ連絡会及び、連絡会幹事会への支援   

    ㋐ ボランティアグループ連絡会                  年２回 

    ㋑ ボランティアグループ連絡会幹事会               年２回 

    ㋒ ボランティアグループ連絡会研修会・交流会          年２回程度 

      カ  ボランティア活動保険、行事用保険の取り扱い 

      キ  ボランティアセンター登録団体への支援、および組織化への支援・協力  

  ②  福祉教育推進事業 

      ア  青少年福祉体験講座の開催 

   イ  学校・地域・企業・団体等による「やさしさ発見プログラム事業」を活 

    用した福祉学習の開催支援                     随 時 

 

 １０ 災害被災者援助事業 

  ①  区災害ボランティアセンターの体制づくり 

    災害時に備えて、区内福祉施設、行政関係課等との連絡体制づくりを日常的 

   に取り組みます。 

  ② 区災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの見直し 

  ③ 区災害ボランティアセンター開設・運営シミュレーション等研修会の開催 

  ④ 広島工業大学等と連携した地域防災の取組みの推進 

  ⑤ 避難行動要支援者への支援体制づくりへの協力 

    自主防災会や町内会連合会、地区社協、地区民児協等関係団体と連携して進 

   めていく要支援者への支援体制づくりに協力します。 

  ⑥ 災害ボランティアセンター運営者研修（全社協主催）への参加 

 

 １１ 自立支援総合相談援助事業 

① 自立支援総合相談援助事業 

      ア 総合相談員の配置 

   イ 在宅訪問相談援助事業 
   ウ 弁護士・司法書士等専門相談員の派遣調整 

   エ 弁護士及び司法書士無料法律相談への協力 

  ② 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進 

   ア  市社協への連絡調整及び専門員活動の支援 

   イ 生活支援員の確保及び活動支援 

  ③ 生活困窮者自立支援 

ア 経済的困窮世帯への緊急一時食品提供事業 

 
 

実施回数 地区数 実施地区社協名 

月４回 ２地区 石内・五日市観音西・佐伯区観音 

月２回 ９地区 
河内・五月が丘・美鈴が丘・八幡東・八幡・ 

五日市中央・五日市・五日市南・楽々園 

月１回 １地区 湯来 

   イ 配食訪問活動連絡会の開催                  年１回 

  ③  「在宅介護者リフレッシュ事業」の実施             年１回 

  ④  「認知症の人と家族の会」活動の支援（定例会 参加）      月１回 

  ⑤  車いすの短期無料貸出                     随 時 

  ⑥  認知症高齢者支援体制づくり部会への参加            随 時 

  ⑦ 佐伯区地域ケア会議への参加                  年２回 

⑧  佐伯区地域包括支援センター会議（連絡会）への参加       随 時 

⑨  各地域包括支援センター会議への参加               随 時 

 

 ７ 障害児・者福祉事業 

  ① 「在宅障害者青年教室」の開催支援               年３回 

  ② 「知的障害児季節行事」の開催                 年１回 

  ③ 佐伯区身体障害者福祉協会主催「ふれあい運動会」への協力    年１回 

  ④ 車いすの短期無料貸出【再掲】                   随 時 

  ⑤  広島市障害者自立支援協議会佐伯区地域部会への参加       随 時 

  ⑥  いじめ・虐待１１０番活動を通じた虐待防止の啓発・相談活動の展開【再掲】 

 

 ８ 児童福祉事業 

  ① 常設親子交流の場「おやこっこさえき」運営協議会への参加    年２回 

  ② 佐伯区母子寡婦福祉会活動への協力 

③  いじめ・虐待１１０番活動を通じた虐待防止の啓発・相談活動の展開【再掲】 

 

 ９ 区ボランティアセンター活動事業 

  ① ボランティア活動の推進 

   ア ボランティアコーディネーターの設置 

   イ ボランティア活動の需給調整 

      ウ ボランティアグループ活動への支援 

    ㋐ 各種ボランティア講座の開催 

    ㋑ 地域活動お役立ちワークショップ 

    ㋒ 上記講座を活用し地域活動の担い手育成と地区ボランティアバンク活動 

      の推進 

   エ  広報・啓発活動 

        ㋐  「ボランティアセンターだより」の発行           年３回 
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イ 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加  

 

 １２ 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業 

  ① ガイドヘルパーの登録事務 

  ② ガイドヘルパーの派遣調整事務 

  ③ ガイドヘルパー登録者研修会、会議等への参加 

 

 １３ 貸付事業事務 

  ① 生活一時資金・ひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業 

  ② 生活福祉資金貸付事務事業 

   ア 生活福祉資金貸付事業（総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産 

    担保型生活資金）の取扱い事務 

   イ 生活福祉資金貸付調査委員会の開催 

   ウ 生活福祉資金について民生委員児童委員協議会の行う研修への協力 

 

Ⅱ 公益事業 

  施設管理事業 

  広島市老人いこいの家指定管理事業（令和４年度～令和８年度）    

  区内８荘（楽々荘、美隅荘、五日市荘、倉重荘、八幡荘、窓山荘、新宮山荘、さ 

  つき荘）の指定管理を行います。 

 

Ⅲ その他の事業 

 １ 広島市佐伯区共同募金委員会事務への協力 

 ２ 社会福祉援助技術現場実習生の受入 

 ３ 各種財団助成事業の情報提供 
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イ 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加  

 

 １２ 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業 

  ① ガイドヘルパーの登録事務 

  ② ガイドヘルパーの派遣調整事務 

  ③ ガイドヘルパー登録者研修会、会議等への参加 

 

 １３ 貸付事業事務 

  ① 生活一時資金・ひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業 

  ② 生活福祉資金貸付事務事業 

   ア 生活福祉資金貸付事業（総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産 

    担保型生活資金）の取扱い事務 

   イ 生活福祉資金貸付調査委員会の開催 

   ウ 生活福祉資金について民生委員児童委員協議会の行う研修への協力 

 

Ⅱ 公益事業 

  施設管理事業 

  広島市老人いこいの家指定管理事業（令和４年度～令和８年度）    

  区内８荘（楽々荘、美隅荘、五日市荘、倉重荘、八幡荘、窓山荘、新宮山荘、さ 

  つき荘）の指定管理を行います。 

 

Ⅲ その他の事業 

 １ 広島市佐伯区共同募金委員会事務への協力 

 ２ 社会福祉援助技術現場実習生の受入 

 ３ 各種財団助成事業の情報提供 
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